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Ⅰ

は

じ

め

に

一
九
五
三
年
九
月
に
制
定
さ
れ
、
同
年
一
〇
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
韓
国
制
定
刑
法
の
内
容
は
、
大
部
分
一
九
三
一
年
と
一
九
四
〇
年
に
そ

れ
ぞ
れ
発
表
さ
れ
た
総
則
と
各
則
を
含
ん
だ
日
本
の
「
改
正
刑
法
仮
案１

）」
を
土
台
に
し
て
い
る
。
改
正
刑
法
仮
案
は
日
本
の
現
行
刑
法
下
で

の
最
初
の
全
面
的
な
刑
法
改
正
案
で
あ
っ
た
。
韓
国
刑
法
が
制
定
さ
れ
た
一
九
五
三
年
は
、
日
本
が
敗
戦
し
て
か
ら
八
年
が
経
過
し
た
後
で

あ
り
、
さ
ら
に
日
本
が
す
で
に
新
し
い
憲
法
の
元
で
新
刑
法
改
正
を
研
究
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
韓
国
は
対
日
抗
争
期２

）か
ら

解
放
後
新
し
い
刑
法
を
制
定
す
る
段
階
に
お
い
て
、
日
本
の
戦
争
が
た
け
な
わ
で
あ
っ
た
際
作
成
し
た
改
正
刑
法
仮
案
を
モ
デ
ル
と
し
て
新

刑
法
典
を
制
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る３

）。
そ
の
後
、
韓
国
現
行
刑
法
に
対
す
る
部
分
改
正
は
行
わ
れ
た
が
、
依
然
と
し
て
一
九
五
三

年
当
時
の
制
定
刑
法
の
骨
格
と
内
容
は
今
で
も
相
変
ら
ず
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
韓
国
刑
法
の
根
源
は
間
違
い
な
く
日
本
改
正
刑
法
仮
案
で

あ
る４

）。
し
た
が
っ
て
日
本
改
正
刑
法
仮
案
は
、
韓
国
刑
法
を
解
釈
し
今
後
の
改
正
方
向
を
論
じ
る
の
に
欠
か
せ
な
い
必
須
の
参
考
資
料
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
仮
案
が
韓
国
の
制
定
刑
法
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
の
詳
し
い
研
究
資
料
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
状
況
に
あ
る
。

日
本
改
正
刑
法
仮
案
は
、
当
時
と
し
て
は
た
と
え
部
分
的
に
進
歩
的
な
内
容
を
含
ん
で
い
た
と
は
い
え
、
結
局
終
戦
前
の
日
本
の
帝
国
主

義
・
軍
国
主
義
憲
法
下
に
お
け
る
体
制
の
維
持
お
よ
び
強
化
の
た
め
の
刑
法
改
正
案
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
改
正
刑
法
仮
案

は
、
日
本
に
よ
る
太
平
洋
戦
争
が
激
し
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
死
蔵
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
韓
国
刑
法
の
制
定
当
時
、
日
本
改

正
刑
法
仮
案
の
い
ろ
い
ろ
な
背
景
と
そ
の
意
味
が
見
過
ご
さ
れ
た
は
ず
は
な
か
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
結
局
こ
の
改
正
刑
法
仮
案
は
、
韓

国
制
定
刑
法
に
大
き
な
修
正
な
し
に
受
容
さ
れ
た５

）。

軍
国
主
義
下
の
改
正
刑
法
仮
案６

）」、

日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
最
高
潮
期
で
あ
る
昭
和
十

五
年
に
完
成
し
た
仮
案７

）」
が
日
本
で
も
な
く
、
韓
国
に
お
い
て
日
の
目
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
と
は
は
た
し
て
何
だ
ろ
う
か
。

本
論
文
は
、
韓
国
刑
法
の
制
定
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
そ
の
歴
史
的
展
開
を
考
察
し
、
韓
国
刑
法
が
抱
え
て
い
る
課
題
を
提
示
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
韓
国
制
定
刑
法
の
モ
デ
ル
に
な
り
、
韓
国
刑
法
を
論
ず
る
と
き
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
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日
本
改
正
刑
法
仮
案
の
形
成
過
程
と
背
景
、
そ
の
指
導
原
理
お
よ
び
内
容
と
特
徴
な
ど
を
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
正
刑
法
仮
案

が
韓
国
制
定
刑
法
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
具
体
的
に
検
討
す
る
た
め
の
後
続
研
究
の
基
礎
資
料
と
し
た
い
。

Ⅱ

韓
国
制
定
刑
法
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
日
本
改
正
刑
法
仮
案
に
関
す
る
検
討

一

日
本
の
旧
刑
法
と
現
行
刑
法
の
制
定
史

仮
案
の
本
質
規
定
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
前
身
で
あ
る
現
行
刑
法
（
明
治
四
〇
年
、
一
九
〇
七
年
）、
さ
ら
に
は
旧
刑
法
（
明
治
一
五
年
、

一
八
八
二
年
）
と
の
歴
史
的
関
連
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い８

）。
改
正
刑
法
仮
案
に
先
立
っ
て
日
本
の
刑
法
制
定
史
か
ら
概
観
し
て
み

た
い
。明

治
国
家
の
成
立
時
に
お
い
て
は
、
封
建
制
が
打
破
し
て
資
本
主
義
社
会
が
自
生
的
に
展
開
す
る
と
い
う
過
程
を
経
な
い
ま
ま
｜
し
た

が
っ
て
封
建
制
の
胎
内
で
自
由
・
人
権
思
想
が
内
発
的
に
開
花
し
て
い
な
か
っ
た
｜
、
世
界
資
本
主
義
の
圧
迫
の
も
と
に
幕
藩
体
制
が
崩
壊

し
、
日
本
は
急
速
に
資
本
主
義
化
の
道
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
封
建
的
諸
制
度
の
温
存
と
近
代
的
資
本
主
義
化

と
の
矛
盾
対
抗
関
係
を
基
礎
と
し
な
が
ら
も
、
条
約
改
正
に
せ
ま
ら
れ
て
、
形
式
的
に
は
、
ウ
エ
ス
タ
ン
・
プ
リ
ン
シ
プ
ル
に
よ
る
近
代
的

な
諸
法
典
の
編
纂
が
急
が
れ
た
。
そ
の
最
初
の
法
典
が
旧
刑
法
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る９

）。」
と
い
う
見
解
の
よ
う
に
日
本
の
旧
刑
法
は
、
多

分
文
明
開
化
政
策
の
一
環
と
し
て
形
式
的
に
法
制
度
を
整
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
当
時
日
本
政
府
が
上
か
ら
の
必
要
に
よ
っ
て
制
定
し

た
も
の
と
い
え
る10

）。
ま
た
、
こ
の
と
き
は
日
本
に
お
い
て
す
で
に
農
民
層
と
結
び
つ
い
た
自
由
民
権
運
動
が
活
発
に
展
開
し
始
め
た
時
期
で

も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
自
由
民
権
運
動
を
抑
圧
す
る
た
め
に
当
時
多
く
の
特
別
法
が
制
定
さ
れ
た
。
旧
刑
法
も
こ
の
よ
う
な
自
由
民
権
運
動

の
急
速
な
発
展
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
弾
圧
立
法
の
な
か
で
登
場
し
て
き
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
見
方
も
あ
る11

）。
日
本
の
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旧
刑
法
は
こ
の
よ
う
な
時
代
的
背
景
の
下
で
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

日
本
政
府
は
、
旧
刑
法
制
定
の
た
め
に
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
年
）
に
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
学
者
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
（B

o
isso

n
a
d
e

、

G
u
sta
v
e E

m
ile

、
一
八
二
五
〜
一
九
一
〇
）
を
司
法
省
の
法
律
顧
問
と
し
て
招
聘
し
た
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
起
草
し
た
日
本
刑
法
草
案
は
、

明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）
一
一
月
に
完
成
さ
れ
、
元
老
院
の
審
議
と
修
正
を
経
て
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
年
）
七
月
一
七
日
、
太
政

官
布
告
第
三
六
号
「
刑
法
」
と
し
て
公
布
さ
れ
、
同
一
五
年
（
一
八
八
二
年
）
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
刑
法
典
は
全
文
四
三
〇

箇
条
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
形
式
的
な
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
を
宣
言
し
た
日
本
最
初
の
近
代
的
刑
法
典
で
あ
っ
た
。
こ
の
刑
法
は
、
当
時

世
界
的
に
最
も
進
歩
し
た
刑
法
と
し
て
評
さ
れ
た
一
八
一
〇
年
の
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
（
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
典
）
を
モ
デ
ル
と
し
た
。
旧
刑
法

は
フ
ラ
ン
ス
の
新
古
典
主
義
の
基
調
で
あ
る
客
観
主
義
・
応
報
主
義
を
採
用
し
な
が
ら
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
個
人
的
影
響
も
強
か
っ
た12

）。

し
か
し
、
旧
刑
法
典
に
は
前
近
代
的
な
要
素
が
完
全
に
払
拭
さ
れ
ず
、
相
変
ら
ず
封
建
的
な
色
彩
が
濃
厚
に
残
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
当
時

日
本
に
は
、
こ
の
法
律
を
維
持
し
て
行
く
べ
き
固
有
の
市
民
社
会
的
基
盤
と
市
民
社
会
的
法
意
識
が
成
熟
さ
れ
て
い
な
か
っ
た13

）。
特
に
旧
刑

法
は
寛
大
す
ぎ
て
、
当
時
の
急
増
す
る
犯
罪
に
対
応
で
き
な
い
な
ど
、
社
会
状
況
に
適
合
し
な
い
と
の
批
判
も
浴
び
て
い
た14

）。
し
た
が
っ
て

旧
刑
法
の
施
行
と
と
も
に
全
面
改
正
の
必
要
性
が
当
時
の
司
法
省
を
中
心
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
年
）
の
第
一
回
帝
国
議
会
に
全
面
改
正
案
が
提
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
主
な
改
正

理
由
は
、

明
治
二
三
年
に
、
旧
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
…
そ
れ
と
同
時
に
、
刑
法
典
の
改
正
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
直
接
の
名
目
は
、

…
旧
刑
法
は
フ
ラ
ン
ス
法
を
母
法
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
…
日
本
の
現
実
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
あ
り
、
よ
り
日
本
の
国
情
に
合
致
す
る

た
め
に
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た15

）。
改
正
案
は
そ
の
後
数
回
に
渡
っ
て
議
会
に
提
出
さ
れ
て
明
治
四
〇
年
（
一

九
〇
七
年
）
第
二
三
回
帝
国
議
会
で
成
立
し
、
同
年
四
月
二
四
日
「
刑
法
」

法
律
第
四
五
号
）
と
し
て
公
布
さ
れ
、
明
治
四
一
年
（
一
九

〇
八
年
）
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
が
日
本
の
現
行
刑
法
で
あ
る
。

こ
の
現
行
刑
法
に
対
し
て
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
刑
法
、
ド
イ
ツ
刑
法
は
も
ち
ろ
ん
、
他
の
ど
ん
な
国
家
の
刑
法
よ
り

論 説
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も
進
歩
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
評
価
が
あ
る16

）。
ま
た
、
現
行
刑
法
は
、
一
八
七
一
年
の
ド
イ
ツ
刑
法
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
同

時
に
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
強
力
に
主
張
さ
れ
て
い
た
実
証
主
義
的
、
主
観
主
義
的
な
近
代
学
派
の
刑
法
理
論
を
大
胆
に
受
容
し
、

人
権

保
障
」
よ
り
は
「
社
会
防
衛
」
を
優
先
さ
せ
た
全
く
新
し
い
形
態
を
取
っ
て
お
り
、
特
に
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
こ
の
国
よ
り
先
立
っ
た

独
占
資
本
主
義
の
要
請
に
十
分
応
え
う
る
刑
法
と
い
う
観
点
も
あ
る17

）。
し
か
し
他
方
で
は
、
当
時
日
清
戦
争
（
一
八
九
四
年
）
と
日
露
戦
争

（
一
九
〇
四
年
）
を
き
っ
か
け
と
し
て
産
業
革
命
が
飛
躍
的
に
展
開
し
、
独
占
資
本
主
義
と
帝
国
主
義
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
争

議
と
小
作
争
議
が
急
激
に
増
加
し
て
無
政
府
主
義
と
社
会
主
義
思
想
が
台
頭
し
、
こ
れ
に
伴
い
各
種
の
政
治
運
動
を
産
む
こ
と
に
な
り
、
こ

の
よ
う
な
時
代
的
状
況
に
よ
っ
て
絶
対
主
義
的
権
力
は
一
層
反
動
化
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
結
果
国
家
刑
罰
権
を
強
化
し
た
現
行
刑
法
が
う

ま
れ
た
と
い
う
批
判
的
見
解
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
〇
七
年
に
制
定
さ
れ
た
日
本
現
行
刑
法
の
特
徴
は
、
当
時
の
国
家
権
力
に
有
利
な

よ
う
に
構
成
要
件
を
抽
象
化
し
刑
罰
体
系
を
強
化
し
て
、
裁
判
官
の
自
由
裁
量
権
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
民
主
義
を
抑
圧
し
よ
う

と
し
た
点
に
あ
る
と
い
う18

）。

日
本
現
行
刑
法
は
以
後
数
回
部
分
改
正
が
行
わ
れ
た
が
、
大
体
制
定
当
時
の
形
態
を
維
持
し
た
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
戦

時
中
に
は
戦
時
刑
事
特
別
法
や
国
防
保
安
法
の
よ
う
に
当
時
の
戦
況
に
し
た
が
っ
て
軍
国
主
義
国
家
が
必
要
と
し
た
、
苛
酷
な
特
別
刑
法
が

数
多
く
制
定
さ
れ
、
刑
法
適
用
の
中
心
が
む
し
ろ
そ
ち
ら
に
傾
い
て
い
た
。

二

改
正
刑
法
仮
案
の
成
立
過
程

１

刑
法
改
正
の
綱
領

大
正
三
年
（
一
九
一
四
年
）
第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
一
四
〜
一
九
一
八
）
が
勃
発
す
る
頃
か
ら
日
本
に
は
政
治
・
社
会
的
に
革
新
的
な

傾
向
が
芽
生
え
た
。
特
に
大
正
六
年
（
一
九
一
七
年
）
ロ
シ
ア
社
会
主
義
革
命
に
よ
る
ソ
ビ
エ
ト
社
会
主
義
国
家
の
誕
生
な
ど
の
影
響
に

（74-３- ）471 5
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よ
っ
て
民
本
主
義
や
社
会
主
義
運
動
が
目
立
っ
た
。
一
方
、
日
本
経
済
は
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
軍
需
品
の
大
量
輸
出
で
目
覚
ま
し
い
好
況

（
い
わ
ゆ
る
大
戦
景
気
）
を
享
受
し
て
い
た
。
し
か
し
第
一
次
世
界
大
戦
の
終
戦
と
同
時
に
こ
の
対
戦
景
気
も
一
時
終
末
を
告
げ
て
経
済
的

危
機
を
迎
え
る
よ
う
に
見
え
た
が
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
に
対
す
る
復
興
物
資
の
輸
出
が
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
正
八
年
（
一
九
一
九

年
）
か
ら
は
、
再
び
大
戦
景
気
以
上
の
好
況
を
享
受
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
豊
か
な
状
況
を
背
景
と
し
て
民
主
主
義
と
社
会
主
義
運
動

も
大
き
く
勃
興
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
革
新
の
気
勢
が
知
識
人
を
は
じ
め
と
す
る
国
民
の
間
に
蔓
延
し
、
普
通
選
挙
運
動
、
労
働
運
動
、
農

民
運
動
、
女
性
運
動
が
続
い
た19

）。
大
正
七
年
（
一
九
一
八
年
）
に
は
、
米
波
動
が
全
国
的
規
模
で
発
生
し
て
日
本
政
府
に
大
き
な
衝
撃
を
与

え
た20

）。
こ
の
と
き
が
絶
対
主
義
的
な
天
皇
制
と
妥
協
し
な
が
ら
流
行
し
た
い
わ
ゆ
る
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
時
期
で
あ
る
。
し
か
し
、

他
方
で
は
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
反
動
と
し
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
台
頭
し
始
め
た
。

こ
の
よ
う
に
、
経
済
的
に
は
好
況
を
享
受
し
、
思
想
的
に
は
民
本
主
義
と
社
会
主
義
が
浸
透
し
、
政
治
的
に
は
政
党
政
治
が
全
盛
期
を
謳

歌
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
他
方
で
は
、
こ
の
よ
う
な
近
代
化
の
傾
向
に
対
す
る
反
動
と
し
て
国
家
主
義
・
日
本
主
義
の
傾
向
が
強
く
台
頭

す
る
複
雑
な
時
代
的
状
況21

）が
展
開
す
る
中
で
、
刑
法
の
全
面
改
正
の
要
求
が
再
び
提
起
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一

年
）
一
一
月
二
八
日
に
、
時
の
政
府
は
「
臨
時
法
制
審
議
会
」
に
対
し
て
、
三
つ
の
理
由
を
付
し
て
刑
法
改
正
の
可
否
を
問
い
、
こ
れ
を
可

と
す
る
と
き
は
、
そ
の
改
正
の
綱
領
を
示
さ
れ
た
い
と
諮
問
を
求
め
た
。
そ
の
理
由
と
は
、
第
一
に
、

現
行
刑
法
ノ
規
定
ハ
之
ヲ
我
国
固

有
ノ
道
徳
及
美
風
良
習
ニ
稽
へ
改
正
ノ
必
要
ア
ル
ヲ
認
ム
」、
第
二
に
、

現
行
刑
法
ノ
規
定
ハ
人
身
及
名
誉
ノ
保
護
ヲ
完
全
ニ
ス
ル
為
改
正

ノ
必
要
ア
ル
ヲ
認
ム
」、
第
三
に
、

輓
近
人
心
ノ
趨
向
ニ
見
テ
犯
罪
防
遏
ノ
効
果
ヲ
確
実
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
刑
事
制
裁
ノ
種
類
及
執
行
方
法
ヲ

改
ム
ル
ノ
必
要
ア
ル
ヲ
認
ム
」
で
あ
っ
た22

）。
こ
の
中
で
特
に
注
目
し
た
い
点
は
、

日
本
固
有
の
道
徳
お
よ
び
美
風
良
習
」
と
い
う
点
で
あ

る
。
こ
の
第
一
点
の
い
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
要
す
る
に
現
行
刑
法
は
日
本
古
来
の
伝
統
に
合
わ
な
い
か
ら
改
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う

き
わ
め
て
復
古
的
、
反
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
革
新
的
な
労
働
運
動
、
農
民
運
動
、
普
通
選
挙
権
獲
得
運
動
な
ど
に

よ
っ
て
浮
き
立
っ
て
い
る
「
人
心
の
趨
勢
に
対
応
し
て
」、
刑
罰
権
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
固
有
の
道
徳
お
よ
び
美
風
良
習
に
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則
っ
た
社
会
秩
序
の
維
持
と
強
化
を
図
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る23

）。
こ
れ
は
日
本
政
府
が
こ
の
諮
問
直
後
の
大
正
一
一
年
（
一
九
二

二
年
）
二
月
治
安
維
持
法
の
前
身
の
「
過
激
社
会
運
動
取
締
法
案
」
を
議
会
に
提
出
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

諮
問
を
受
け
た
「
臨
時
法
制
審
議
会
」
は
、
五
年
後
の
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
年
）
一
〇
月
に
入
り
、

刑
法
改
正
ノ
必
要
ア
リ
」
と

答
申
し
、
同
時
に
四
〇
項
目
に
わ
た
る
相
当
に
具
体
的
な
「
刑
法
改
正
ノ
綱
領
」
を
発
表
し
た
。
こ
の
綱
領
は
、
前
述
の
政
府
の
諮
問
理
由

に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
答
申
し
た
。
第
一
の
美
風
良
習
の
見
地
か
ら
の
改
正
の
必
要
に
対
し
て
は
、
各
罪
に
対
す
る
刑
の
軽
重
は
わ
が
国

の
「
淳
風
美
俗
」
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

忠
孝
其
ノ
他
ノ
道
義
ニ
関
ス
ル
犯
罪
」
に
つ
い
て
は
特
に
そ
の
規
定
に
注
意
す
る
こ

と
と
し
（
第
一
項
）、
特
に
、
天
皇
に
対
す
る
罪
に
つ
い
て
は
独
立
の
規
定
を
設
け
（
第
二
八
項
）、
皇
室
の
尊
厳
を
冒
涜
す
る
罪
に
つ
い
て

の
規
定
を
設
け
る
こ
と
（
第
二
九
項
）
な
ど
を
掲
げ
た
。
第
二
の
人
身
及
び
名
誉
の
保
護
に
関
す
る
見
地
か
ら
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
名
誉

毀
損
罪
や
暴
行
及
び
毀
棄
罪
等
の
刑
を
重
く
す
べ
き
こ
と
等
を
掲
げ
た
。
最
後
に
第
三
の
刑
事
政
策
的
見
地
か
ら
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
刑

罰
の
種
類
を
拡
大
す
る
こ
と
、
刑
の
量
定
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
、
執
行
猶
予
の
条
件
を
緩
和
す
る
こ
と
、
法
律
上
の
復
権
を
規
定
す
る
こ

と
、
常
習
犯
に
対
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
、
不
定
期
刑
・
保
安
処
分
・
宣
告
猶
予
の
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
等
を
掲
げ
た
。

刑
法
改
正
の
綱
領
」
は
、
全
般
的
危
機
段
階
に
対
応
す
る
も
ろ
も
ろ
の
弾
圧
立
法
と
思
想
的
な
環
を
構
成
し
、
理
論
的
に
は
「
主
観
主

義
」
刑
法
理
論
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
な
が
ら
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
複
雑
な
打
撃
手
段
を
準
備
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

綱
領
」

の
骨
幹
は
、
早
く
も
治
安
維
持
法
の
「
国
体
ノ
変
革
」・

私
有
財
産
制
度
ノ
否
認
」
な
る
思
想
に
対
す
る
暴
圧
に
よ
っ
て
先
取
り
さ
れ
て

い
っ
た24

）。
こ
の
「
刑
法
改
正
綱
領
」
は
、
以
降
日
本
刑
法
改
正
作
業
の
基
本
的
方
向
と
な
っ
た25

）。

２

改
正
刑
法
仮
案
の
作
成

日
本
政
府
は
、
刑
法
改
正
の
綱
領
に
基
づ
い
て
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
年
）
一
月
に
「
司
法
省
刑
法
改
正
原
案
起
草
委
員
会
」
を
設
置

し
た
。
そ
し
て
当
時
の
司
法
省
の
刑
事
局
長
で
あ
っ
た
泉
二
新
熊
（
後
で
検
察
総
長
、
大
審
院
長
を
歴
任
）
の
指
導
下
に
司
法
省
職
員
に
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よ
っ
て
、
わ
ず
か
三
ヶ
月
で
「
刑
法
改
正
予
備
草
案
」
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
予
備
草
案
は
も
ち
ろ
ん
改
正
綱
領
の
路
線
に
立
っ
て
お
り
、

四
三
章
三
五
九
条
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
予
備
草
案
に
つ
い
て
は
、

…
そ
の
間
に
ス
イ
ス
一
九
一
八
年
の
草
案
、
ド
イ
ツ
一
九
二
五

年
の
草
案
が
発
表
さ
れ
て
居
り
、
そ
れ
ら
が
予
備
草
案
の
起
案
者
達
に
よ
っ
て
参
考
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
…
ド
イ
ツ
刑
法
学
に
傾
き
、
…

そ
の
法
律
学
的
教
養
に
よ
っ
て
現
行
法
の
理
論
的
形
式
を
修
正
し
た
い
、
と
い
ふ
の
が
刑
法
改
正
の
第
三
の
動
機
乃
至
要
求
で
あ
っ
た
と
思

は
れ
る
。
予
備
草
案
の
起
案
者
達
は
意
識
的
に
又
は
無
意
識
的
に
此
の
要
求
に
動
か
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
予
備
草
案

は
其
の
体
系
的
整
正
の
点
に
於
い
て
特
色
を
も
っ
て
ゐ
る
と
い
へ
よ
う
。」
と
い
う
評
価
が
見
え
る26

）。
こ
の
予
備
草
案
は
、
き
わ
め
て
主
観

主
義
的
傾
向
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た27

）。
予
備
草
案
の
発
表
に
引
き
継
い
で
、
本
格
的
な
審
議
に
着
手
す
る
た
め
、
司
法
省
の
職
員
の
他
に
、

貴
衆
両
議
員
、
在
野
法
曹
お
よ
び
刑
事
法
学
者
を
含
ん
だ
「
刑
法
並
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
委
員
会
は
、
全
体

的
に
国
家
主
義
、
保
守
主
義
の
性
格
が
強
く
、
刑
法
学
的
に
は
旧
派
（
古
典
学
派
）
の
学
者
お
よ
び
実
務
家
と
、
社
会
防
衛
を
基
本
と
す
る

目
的
主
義
、
主
観
主
義
を
主
張
す
る
新
派
（
近
代
学
派
）
の
学
者
お
よ
び
そ
れ
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
実
務
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た28

）。

こ
の
委
員
会
の
中
に
条
文
起
草
の
た
め
の
小
委
員
会
が
構
成
さ
れ
、
泉
二
刑
事
局
長
、
牧
野
英
一
博
士
な
ど
の
人
物
が
中
心
に
な
っ
て29

）、
予

備
草
案
を
原
案
と
し
て
本
格
的
に
刑
法
改
正
の
審
議
に
着
手
し
た
。
こ
の
委
員
会
は
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
年
）
九
月
、
総
一
五
一
回
に

渡
っ
た
審
議
の
末
に
総
則
編
を
脱
稿
し
、
こ
れ
を
総
会
に
送
っ
て
若
干
の
留
保
条
項30

）を
置
い
た
ま
ま
、
一
応
審
議
を
終
え
て
未
定
稿
と
し
て

発
表
し
た
。
こ
れ
が
「
改
正
刑
法
仮
案
の
総
則
編
」
で
あ
る
。
総
則
編
は
、
新
派
学
者
の
見
解
が
強
く
反
映
さ
れ
て
新
し
い
刑
事
政
策
の
積

極
的
導
入
が
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
総
則
編
を
検
討
し
て
い
た
当
時
は
、
世
界
的
な
不
況
に
囲
ま
れ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
不
十
分
な
が
ら

も
そ
れ
な
り
に
政
党
政
治
が
続
き
、
大
正
時
代
の
民
本
主
義
的
な
雰
囲
気
が
残
存
し
て
お
り
、
そ
の
雰
囲
気
を
背
景
と
し
た
新
派
の
刑
法
理

論
も
主
張
の
機
会
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
総
則
が
公
表
さ
れ
た
昭
和
六
年
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
満
州
事
変
」
が

始
ま
っ
た
年
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
降
、
対
外
的
に
は
帝
国
主
義
的
侵
略
戦
争
が
と
め
ど
も
な
く
拡
大
さ
れ
て
い
き
、
ま
た
日
本
の
国
内
で
は

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
嵐
が
吹
き
つ
の
り
、
右
翼
と
結
託
し
た
軍
人
に
よ
る
政
治
家
へ
の
テ
ロ
事
件
と
、
軍
部
フ
ァ
シ
ス
ト
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
が
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発
生
す
る
な
ど
、
軍
部
の
政
治
的
発
言
権
が
急
速
に
伸
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
仮
案
各
則
の
作
成
に
も
影
響
を
及
ぼ

し
た31

）。
仮
案
総
則
編
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
六
年
九
月
二
二
日
か
ら
各
則
編
の
審
議
を
開
始
し
、
会
議
を
重
ね
る
こ
と
二
〇
八
回
、
昭
和
一
五
年
三

月
一
九
日
に
い
た
っ
て
若
干
の
条
項
を
留
保
し
て
審
議
が
終
わ
り
、
各
則
が
同
じ
く
未
定
稿
と
し
て
公
表
さ
れ
た
。

刑
法
改
正
ノ
綱
領
」

四
〇
項
目
の
中
、
各
則
に
関
す
る
部
分
は
そ
の
第
二
七
な
い
し
第
三
九
の
一
三
項
目
に
過
ぎ
ず
、
他
は
す
べ
て
総
則
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
を
見
て
も
、
改
正
刑
法
仮
案
の
重
点
は
総
則
の
部
分
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る32

）。
刑
法
お
よ
び
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
の
議
事

速
記
録
（
昭
和
一
三
年
一
一
月
二
二
日
）
に
よ
る
と
、
起
草
委
員
会
で
作
成
さ
れ
た
各
則
編
の
草
案
を
、
全
体
会
議
の
審
議
に
か
け
る
に
際

し
て
、
委
員
長
は
、
草
案
の
特
色
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る33

）。

本
案
に
於
い
て
は
、
社
会
情
勢
の
複
雑
化
、
殊
に
生
存
競
争
の
深
刻

化
と
犯
罪
趨
勢
の
増
大
化
と
鑑
み
ま
し
て
、
各
章
の
規
定
の
内
容
を
拡
充
し
、
以
っ
て
現
行
法
の
不
備
欠
陥
を
補
い
、
社
会
防
衛
の
目
的
を

完
う
せ
ん
こ
と
を
期
し
ま
し
た
」。

次
に
現
行
法
に
於
い
て
は
、
公
益
犯
に
対
す
る
刑
罰
が
、
私
益
犯
に
対
す
る
刑
罰
に
比
し
て
概
ね
軽
き

に
失
す
る
の
嫌
い
が
あ
り
ま
す
の
で
、
本
案
に
於
い
て
は
、
此
の
弊
を
矯
む
る
こ
と
に
注
意
致
し
ま
し
た
」。
つ
ま
り
、
大
正
一
五
年
の
綱

領
を
ふ
ま
え
て
、
社
会
防
衛
の
目
的
を
完
う
せ
ん
が
た
め
、
私
益
犯
よ
り
も
公
益
犯
を
よ
り
一
層
厳
し
く
罰
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
国

民
の
生
活
を
犠
牲
に
し
て
侵
略
戦
争
に
突
入
し
て
い
っ
た
政
府
に
と
っ
て
、
私
益
犯
に
よ
っ
て
国
民
の
生
活
が
お
び
や
か
さ
れ
る
こ
と
よ
り

も
、
公
益
犯
に
よ
っ
て
戦
争
遂
行
の
体
制
を
危
く
さ
れ
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
よ
ほ
ど
お
そ
ろ
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ま
る
一
八
年
六
ヶ
月
か
け
た
永
い
歳
月
の
改
正
作
業
の
末
に
「
改
正
刑
法
仮
案
」
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
仮
案
は
、

前
述
の
「
刑
法
改
正
の
綱
領
」
の
基
本
方
向
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
国
内
外
の
学
説
・
判
例
と
立
法
例
｜
特
に
ド
イ
ツ
、
イ

タ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
諸
刑
法
草
案
｜
の
取
捨
検
討
に
も
努
力
し
た
と
い
う34

）。
そ
の
中
で
も
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
一
九
三
〇
年
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
・
イ
タ
リ
ア
刑
法
典
と
一
九
三
三
年
と
一
九
三
五
年
の
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
刑
法
改
正
事
業
が
念
頭
に
置
か
れ
た
と
い
う
事
実

で
あ
る35

）。
仮
案
が
完
成
し
た
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）
は
、
ま
さ
に
日
本
が
最
後
の
一
戦
を
辞
さ
な
か
っ
た
太
平
洋
戦
争
の
勃
発
の
前
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年
で
も
あ
っ
た
。
改
正
刑
法
仮
案
の
性
格
は
、
当
時
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
を
離
れ
て
は
考
え
に
く
い
だ
ろ
う36

）。

こ
の
仮
案
に
つ
い
て
の
評
価
は
分
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
臨
時
法
制
審
議
会
の
当
初
か
ら
改
正
調
査
委
員
会
の
有
力
な
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、

始
終
二
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
こ
の
改
正
事
業
に
従
事
し
た
牧
野
英
一
教
授
は
、

…
立
法
は
妥
協
で
あ
る
。
…
さ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
わ

が
国
に
お
け
る
立
法
上
の
妥
協
に
お
い
て
、
イ
タ
リ
ア
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
事
例
に
対
し
て
更
に
一
歩
を
進
め
ん
こ
と
を
考
え
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
さ
れ
ば
、
か
や
う
な
と
こ
ろ
に
、
世
界
大
戦
後
の
思
想
を
承
け
て
、
改
正
刑
法
仮
案
が
で
き
上
が
っ
た
も
の
と
解
さ
ね
ば
な
ら
ぬ37

）。」

と
評
し
て
い
る
。
し
か
し
、

客
観
主
義
」
刑
法
理
論
の
立
場
に
立
っ
た
小
野
清
一
郎
教
授
は
、

主
観
主
義
」
刑
法
理
論
の
仮
案
総
則
に
つ

い
て
は
、

実
証
主
義
、
即
ち
感
性
的
経
験
の
実
証
の
み
を
重
ん
ず
る
機
械
論
的
決
定
論
の
立
場
に
立
つ
、
謂
ゆ
る
新
派
の
刑
法
理
論
は
結

局
委
員
会
の
大
勢
を
支
配
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
論
理
的
反
省
に
乏
し
き
実
際
的
考
慮
は
知
ら
ず
識
ら
ず
委
員
会
を
そ
の
影
響

に
下
に
立
た
し
め
た
。
其
の
結
果
刑
法
に
お
け
る
道
義
的
精
神
が
著
し
く
弛
緩
せ
し
め
ら
れ
…
、
刑
法
に
お
け
る
道
義
の
危
機
で
あ
り
、
刑

法
そ
の
も
の
の
危
機
で
あ
る
。
…
新
派
の
刑
法
理
論
な
る
も
の
は
…
結
局
人
間
精
神
の
深
き
消
息
に
通
ぜ
ざ
る
き
わ
め
て
皮
相
の
抽
象
的
理

論
に
す
ぎ
な
い
。
…
し
か
し
そ
れ
が
昭
和
十
五
年
の
改
正
刑
法
仮
案
と
為
り
、
当
局
が
一
挙
に
之
を
我
が
現
行
法
た
ら
し
め
よ
う
と
し
て
ゐ

る
事
態
に
対
し
て
は
、
私
は
厳
重
な
る
抗
議
を
申
し
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る38

）。」、
さ
ら
に
「
…
実
証
主
義
・
唯
物
論
的
思
想
に
よ
っ

て
苟
く
も
わ
が
日
本
刑
法
が
編
纂
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
国
民
的
道
義
の
立
場
に
お
い
て
到
底
忍
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る39

）。」
と
批
判

し
て
い
る
が
、
各
則
に
つ
い
て
は
、

…
大
体
に
お
い
て
極
め
て
優
れ
た
理
論
的
体
系
を
も
っ
て
ゐ
る
…
、
…
国
民
的
で
も
あ
り
、
時
代
的

で
も
あ
る
。
…
総
則
は
何
と
し
て
も
十
年
前
の
も
の
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
代
の
思
想
が
其
の
背
景
に
あ
る
。
こ
れ
を
十
年
後
に
成
立
し
た

各
則
と
一
緒
に
し
て
法
案
を
成
立
せ
し
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か40

）。」
と
評
し
て
い
る
。
他
方
、
中
山
研
一
教

授
は
、

…
牧
野
・
小
野
両
博
士
の
見
解
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
仮
案
の
二
つ
の
基
本
理
念
は
、
互
い
に
そ
の
進
歩
的
側
面
を
攻
撃
し
相
殺

し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
刑
法
原
理
へ
の
途
を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う41

）。」
と
し
、
ま

た
、
桜
木
澄
和
教
授
は
、
こ
の
両
学
派
の
理
論
論
争
に
つ
い
て
、

…
日
本
帝
国
主
義
の
凶
悪
な
侵
略
性
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
弾
圧
の
狂
暴
性
、

（74-３- ）10 476

論 説



そ
の
下
に
お
け
る
自
由
と
人
権
、
民
主
主
義
の
扼
殺
に
つ
い
て
の
認
識
を
欠
落
し
て
い
る
点
で
は
ま
っ
た
く
共
通
の
基
礎
を
も
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
思
想
的
に
は
、
客
観
主
義
刑
法
理
論
（
滝
川
理
論
お
よ
び
そ
の
傾
向
を
も
つ
理
論
は
除
く
）
も
主
観
主
義
刑
法
理
論
も
フ
ァ
シ

ズ
ム
の
下
で
は
破
産
し
て
い
た
。
二
つ
の
理
論
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
応
化
に
よ
っ
て
転
向
し
た
に
す
ぎ
な
い42

）。」
と
批
判
し
て
い
る
。
ま

た
、
一
九
六
〇
年
の
「
刑
法
改
正
準
備
草
案
」
に
お
い
て
ま
た
し
て
も
改
正
刑
法
仮
案
が
そ
の
基
礎
と
な
っ
た
際
、
戒
能
通
孝
教
授
は
、

四
月
末
、
刑
法
改
正
準
備
草
案
の
内
容
を
一
読
し
た
と
き
に
、
ま
ず
何
よ
り
も
驚
い
た
の
は
、
刑
法
学
者
の
非
常
識
さ
で
あ
っ
た
。
準
備

草
案
が
昭
和
一
五
年
の
刑
法
改
正
仮
案
を
基
礎
と
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
れ
自
体
普
通
の
常
識
あ
る
人
に
は
、

ま
た
立
法
反
対
デ

モ
を
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
）
と
ば
か
り
、
慨
嘆
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
。
い
ま
も
し
ナ
チ
の
刑
法
理
論
を
ド
イ
ツ
刑
法
の
改
正
に
基
本
資

料
と
し
て
利
用
す
る
と
い
っ
た
な
ら
、
ナ
チ
化
し
つ
つ
あ
る
西
独
で
も
、
大
概
の
人
々
は
仰
天
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
日
本
で
は

公
然
と
軍
国
主
義
下
の
刑
法
改
正
仮
案
が
、
岸
首
相
で
す
ら
民
主
主
義
の
擁
護
を
と
な
え
る
今
日
こ
の
ご
ろ
、
再
び
日
の
目
を
み
た
の
で
あ

る
。
…
昭
和
一
五
年
と
い
う
あ
の
時
期
の
改
正
案
が
、
今
度
の
準
備
草
案
の
基
礎
に
さ
れ
た
と
い
う
事
実
こ
そ
、
全
く
常
識
か
ら
外
れ
て
い

る43
）。」

と
辛
辣
に
批
判
す
る
。
さ
ら
に
同
じ
問
題
に
つ
い
て
、
中
山
研
一
教
授
も
「
…
今
日
と
く
に
仮
案
の
歴
史
的
性
格
の
全
面
的
な
再
検

討
の
必
要
性
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
戦
後
の
民
主
革
命
遂
行
と
そ
の
法
的
表
現
で
あ
る
現
行
日
本
国
憲
法
の
成
立
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
最
近
と
く
に
反
動
化
の
傾
向
が
い
ち
じ
る
し
く
戦
前
へ
の
郷
愁
を
絶
ち
難
い
一
部
の
し
か
し
有
力
な
勢
力
の
台
頭
と
い
う
雰
囲
気

の
中
で
、
全
面
的
な
刑
法
改
正
事
業
が
簡
単
に
戦
前
の
状
態
の
継
承
と
い
う
問
題
意
識
の
下
に
進
め
ら
れ
る
危
険
性
が
十
分
あ
る
か
ら
に
他

な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
刑
法
学
が
再
び
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
従
僕
と
な
ら
な
い
た
め
の
保
障
と
し
て
、
是
非
必
要
で
あ
る
と
わ
た
く

し
は
信
じ
る44

）。」
と
厳
重
に
警
告
し
て
い
る
。

反
面
、
木
村
亀
二
教
授
は
、

…
草
案
は
、
刑
法
改
正
の
根
本
思
想
た
る
刑
罰
の
効
果
を
確
実
な
ら
し
め
る
こ
と
及
び
我
が
国
の
淳
風
美

俗
を
刑
法
の
中
に
反
映
せ
し
め
る
こ
と
と
い
ふ
目
的
か
ら
謂
っ
て
も
、
又
、
今
日
の
社
会
的
国
家
的
要
求
に
添
う
と
い
ふ
点
か
ら
見
て
も
、

略
略
そ
の
目
的
を
達
し
要
求
を
満
す
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
居
る
こ
と
は
こ
れ
を
十
分
認
む
べ
き
で
あ
ら
う
。
…
草
案
各
則
の
諸
規
定
が
、
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…
尚
ほ
確
乎
た
る
思
想
的
態
度
を
採
り
、
毅
然
と
し
て
文
化
的
使
命
を
自
覚
し
た
も
の
た
る
こ
と
に
対
し
て
、
そ
の
意
義
と
価
値
を
高
く
評

価
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う45

）。」
と
し
、
齊
藤
金
作
教
授
は
、

刑
法
改
正
仮
案
は
、
近
代
日
本
刑
法
学
の
打
ち
立
て
た
一
大
金
字
塔
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
古
典
学
派
の
主
張
と
実
証
学
派
の
提
案
と
を
包
摂
大
成
し
た
記
念
碑
で
あ
る46

）。」
と
激
賞
し
て
い
る
。
ま
た
、
市
川
秀
雄
教
授
は
、

改
正
仮
案
に
は
当
時
の
刑
政
に
お
け
る
進
歩
的
思
想
が
、
伝
統
的
な
思
想
と
の
妥
協
の
間
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
当
時
と
し
て
可
能
な

限
り
に
お
い
て
苦
心
し
て
採
り
容
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
大
い
に
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
…
改
正
刑
法
仮
案
が
、
そ
の
世
界
的
視
野
に
お
い
て
、

そ
れ
に
盛
ら
れ
た
思
想
は
む
し
ろ
大
い
に
進
歩
的
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
率
直
に
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、

か
よ
う
な
意
義
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
仮
案
を
貴
重
な
も
の
と
し
て
尊
重
す
る
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
改
正
の
企
て
を
進
め

る
こ
と
に
は
賛
意
を
表
す
る
躊
躇
し
な
い
の
で
あ
る47

）。」
と
積
極
的
に
評
し
て
い
る
。

改
正
刑
法
仮
案
は
、
未
定
稿
で
あ
っ
た
の
で
委
員
会
は
そ
の
後
も
審
議
を
継
続
し
た
。
し
か
し
、
全
面
的
戦
時
体
制
の
遂
行
の
た
め
に
、

挙
国
一
致
を
指
向
す
る
近
衛
内
閣
は
、
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）
一
〇
月
各
官
庁
に
設
置
さ
れ
て
い
た
委
員
会
、
調
査
会
な
ど
の
大
々

的
な
整
理
を
断
行
し
た
。
こ
の
時
、

刑
法
お
よ
び
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
」
も
廃
止
さ
れ
た
。
結
局
、
委
員
会
と
し
て
の
確
定
稿
を
完

成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
司
法
省
に
対
し
て
も
答
申
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
終
結
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
以
後

刑
法
を
部
分
改
正
す
る
際
、
改
正
刑
法
仮
案
の
一
部
規
定
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る48

）。

三

改
正
刑
法
仮
案
の
指
導
原
理

前
述
の
通
り
改
正
刑
法
仮
案
の
指
導
原
理
に
な
っ
た
の
は
、
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
年
）
政
府
の
臨
時
法
制
審
議
会
に
対
す
る
諮
問
書

と
、
こ
れ
に
対
し
て
、
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
年
）
に
答
申
さ
れ
た
「
刑
法
改
正
ノ
綱
領
」
で
あ
る
。
そ
の
指
導
原
理
は
、
第
一
に
、
日

本
「
固
有
ノ
道
徳
及
び
美
風
良
習
」
の
見
地
、
第
二
に
、

人
身
及
び
名
誉
ノ
保
護
」
の
見
地
、
第
三
に
、

刑
事
政
策
的
」
見
地
で
あ
る
。
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こ
の
三
つ
の
見
地
に
つ
い
て
の
内
容
を
概
観
す
る
。

１

日
本
固
有
の
道
徳
及
び
美
風
良
習
の
見
地

こ
の
見
地
は
、

刑
法
改
正
ノ
綱
領
」
で
は
、

淳
風
美
俗
」
及
び
「
忠
孝
其
ノ
他
ノ
道
義
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
（
綱
領
第

一
、
二
項
）。
忠
孝
が
道
義
の
中
心
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
美
風
良
習
の
中
核
で
あ
る49

）。
こ
の
指
導
原
理
は
、
改
正
刑
法
仮
案
の
中
に
そ
の

ま
ま
受
容
さ
れ
具
体
化
さ
れ
た
。

こ
の
見
地
に
則
っ
た
総
則
規
定
は
、
ま
ず
、
第
五
七
条
が
刑
の
適
用
に
関
し
て
考
慮
す
べ
き
事
項
と
し
て
、
八
種
類
を
挙
げ
て
い
る
が
、

そ
の
中
で
第
三
号
と
し
て
「
犯
罪
ノ
動
機
カ
忠
孝
其
ノ
他
ノ
道
義
上
又
ハ
公
益
上
非
難
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ヤ
否
又
ハ
宥
恕
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ

ヤ
否
」
を
参
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
第
六
一
条
は
、

懲
役
ニ
該
ル
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ト
雖
第
五

十
七
條
ニ
掲
ケ
タ
ル
事
項
ヲ
参
酌
シ
、
特
ニ
犯
罪
ノ
動
機
道
義
上
又
ハ
公
益
上
宥
恕
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
禁
錮
ヲ
科
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」

と
す
る
。
ま
た
、
第
六
五
条
は
、

道
義
上
又
ハ
公
益
上
特
ニ
宥
恕
ス
ヘ
キ
動
機
ニ
因
リ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ニ
対
シ
六
月
以
下
ノ
禁
錮
又
ハ

三
百
圓
以
下
ノ
罰
金
ヲ
言
渡
ス
ヘ
キ
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
科
刑
仍
ホ
重
シ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
之
ニ
代
ヘ
譴
責
ヲ
科
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
す

る
。
刑
を
加
重
す
る
場
合
に
関
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が
な
い
。

他
方
、
各
則
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
等
が
あ
る
。
皇
室
の
尊
厳
を
冒
涜
す
る
罪
（
第
一
六
三
条
）、
国
体
の
変
革
を
目
的
と
す

る
暴
動
及
び
殺
人
罪
（
第
一
六
五
条
、
第
一
六
七
条
）、
神
社
に
対
す
る
罪
（
第
二
三
〇
条
、
第
二
三
一
条
）、
自
己
ま
た
は
配
偶
者
の
直
系

尊
属
に
対
す
る
殺
人
・
傷
害
・
遺
棄
・
逮
捕
監
禁
罪
に
対
す
る
刑
罰
加
重
規
定
の
増
加
（
第
三
四
三
条
第
二
項
、
第
三
四
四
条
第
二
項
、
第

三
四
七
条
第
二
項
、
第
三
六
五
条
、
第
三
六
六
条
第
二
項
、
第
三
六
八
条
第
二
項
）、
親
族
と
家
族
間
の
犯
罪
お
よ
び
親
族
の
た
め
に
犯
し

た
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
不
処
罰
ま
た
は
刑
を
免
除
す
る
規
定
（
第
二
二
二
条
第
二
項
、
第
二
二
七
条
、
第
四
三
三
条
、
第
四
五
二
条
）
等
が

あ
る
。
こ
れ
ら
規
定
に
盛
ら
れ
て
い
る
思
想
は
、
旧
憲
法
下
に
お
い
て
特
に
強
調
さ
れ
た
国
体
観
念50

）と
旧
民
法
下
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
た
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家
族
制
度
の
思
想
で
あ
り
、
さ
ら
に
戦
時
下
に
お
い
て
は
、
一
時
極
端
に
表
出
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

日
本
政
府
が
こ
の
よ
う
な
見
地
に
則
っ
て
、
全
面
的
な
刑
法
改
正
を
企
図
す
る
こ
と
に
な
っ
た
に
は
、
当
時
の
社
会
的
、
政
治
的
な
背
景

が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
当
時
の
現
行
刑
法
は
、
独
占
資
本
主
義
の
要
請
に
十
分
に
対
応
し
た
と
い
う
評
価
を
受
け
て
は
い
た

も
の
の
、
時
の
日
本
政
府
に
は
あ
ま
り
に
も
自
由
主
義
的
に
偏
っ
て
い
る
と
映
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
現
行
刑
法

を
全
面
的
に
改
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
主
主
義
や
社
会
主
義
と
い
う
「
日
本
古
来
の
伝
統
と
合
致
し
な
い
こ
と
」
か
ら
絶
対
主
義
的
な

天
皇
中
心
の
日
本
を
守
る
た
め
の
防
波
堤
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
太
平
洋
戦
争
に
よ
り
中
断
さ
れ
た
改

正
刑
法
仮
案
を
引
き
継
い
で
、
戦
後
昭
和
三
一
年
（
一
九
五
六
年
）
に
法
務
省
に
「
刑
法
改
正
準
備
会
」
が
設
置
さ
れ
、
新
し
く
刑
法
全
面

改
正
作
業
が
復
活
し
た
時
に
も
、
こ
の
指
導
原
理
は
そ
の
基
礎
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
改
正
刑
法
仮
案
の
指
導
原
理
が
、
終
戦
後
の
刑
法
改

正
作
業
に
ま
で
受
容
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
作
業
の
結
果
誕
生
し
た
の
が
、
昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
年
）
の
「
改
正
刑
法
準

備
草
案
」
で
あ
る
。
当
時
こ
れ
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
批
判
的
見
解
が
注
目
に
値
す
る
。

…
従
っ
て
、
今
日
の
民
主
主
義
国
家
の
刑
事

立
法
の
指
導
原
理
と
し
て
、
右
の
よ
う
な
具
体
的
な
意
味
に
お
け
る
、
わ
が
国
固
有
の
道
徳
及
び
美
風
良
習
と
い
う
こ
と
や
、
忠
孝
そ
の
他

の
道
徳
と
い
う
よ
う
な
見
地
を
採
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
し
、
又
、
そ
う
し
た
見
地
の
意
味
内
容
の
漠
然
と
し
た
も
の
を
刑
法
改
正
の

指
導
原
理
と
す
る
こ
と
は
、
折
角
戦
後
十
余
年
の
歳
月
を
と
お
し
て
よ
う
や
く
国
民
生
活
の
中
に
根
を
お
ろ
し
は
じ
め
た
新
し
い
民
主
的
道

徳
を
混
乱
に
陥
れ
、
時
代
錯
誤
の
逆
コ
ー
ス
的
思
想
の
潜
入
の
危
険
を
生
ず
る
か
ら
、
む
し
ろ
、
積
極
的
に
こ
れ
を
排
撃
す
る
必
要
が
あ
る

と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
今
回
の
刑
法
改
正
に
際
し
て
は
、
改
正
刑
法
仮
案
の
指
導
原
理
と
な
っ
た
固
有
の

道
徳
及
び
美
風
良
習
の
見
地
は
こ
れ
を
指
導
原
理
と
す
る
こ
と
を
避
け
ね
ば
な
ら
な
い51

）。」

２

人
身
及
び
名
誉
保
護
の
見
地

刑
法
改
正
が
必
要
と
い
う
第
二
の
諮
問
理
由
は
、

人
身
及
名
誉
ノ
保
護
ヲ
完
全
ニ
ス
ル
為
」
で
あ
る
。
時
の
日
本
政
府
は
、
現
行
刑
法
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が
財
産
の
保
護
に
重
点
を
置
き
、
そ
れ
に
比
し
て
人
身
と
名
誉
の
保
護
は
、
疎
か
に
し
た
傾
向
が
あ
る
と
認
め
、
こ
の
よ
う
な
理
由
を
提
示

し
た
。
現
行
刑
法
が
元
々
資
本
主
義
の
要
請
に
符
合
し
て
制
定
さ
れ
た
以
上
、
こ
れ
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
の
例
を

あ
げ
れ
ば
、
現
行
刑
法
に
お
い
て
は
「
暴
行
又
ハ
脅
迫
ヲ
以
テ
他
人
ノ
財
物
ヲ
強
取
シ
タ
ル
者
ハ
強
盗
ノ
罪
ト
為
シ
五
年
以
上
ノ
有
期
懲
役

ニ
処
ス
」

刑
法
第
二
三
六
条
第
一
項52

））
に
反
し
て
、

暴
行
又
ハ
脅
迫
ヲ
以
テ
十
三
歳
以
上
ノ
婦
女
ヲ
姦
淫
シ
タ
ル
者
ハ
強
姦
ノ
罪
ト
為
シ
、

二
年
以
上
ノ
有
期
懲
役
ニ
処
ス
」

刑
法
第
一
七
七
条
）
こ
と
に
し
て
そ
の
刑
が
前
者
よ
り
軽
く
な
っ
て
い
る
。

か
く
し
て
、
刑
法
改
正
綱
領
第
三
〇
項
は
、

猥
褻
、
姦
淫
ニ
関
ス
ル
現
行
法
ノ
不
備
ヲ
補
ヒ
且
刑
ノ
権
衡
ヲ
適
当
ニ
ス
ル
コ
ト
」
を
宣

言
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
仮
案
各
則
第
三
五
章
「
姦
淫
罪
」
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
各
罪
に
対
す
る
科
刑
を
現
行
法
よ
り
重

く
改
正
し
た
（
第
三
八
八
条
、
第
三
九
〇
条
、
第
三
九
二
条
、
第
三
九
六
条
）。
第
三
九
〇
条
の
罪
（
心
神
喪
失
、
抗
拒
不
能
者
に
対
す
る

姦
淫
ま
た
は
猥
褻
行
為
）
の
構
成
要
件
中
、

又
ハ
之
ヲ
シ
テ
心
神
ヲ
喪
失
セ
シ
メ
若
ク
ハ
抗
拒
不
能
ナ
ラ
シ
メ
テ
」
と
し
て
規
定
さ
れ
て

い
る
部
分
を
削
除
し
た
。
第
三
九
三
条
に
お
い
て
は
、

未
成
年
又
ハ
心
神
耗
弱
ノ
婦
女
ニ
対
シ
偽
計
又
ハ
威
力
ヲ
用
ヒ
テ
之
ヲ
姦
淫
シ
タ

ル
者
ハ
五
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
処
ス
」
規
定
を
新
設
し
た
。
ま
た
、

業
務
、
雇
用
其
ノ
他
ノ
関
係
ニ
因
リ
自
分
ノ
保
護
又
ハ
監
督
ス
ル
婦
女

ニ
対
シ
偽
計
又
ハ
威
力
ヲ
用
ヒ
テ
之
ヲ
姦
淫
シ
タ
ル
者
」
お
よ
び
「
法
令
ニ
依
リ
拘
禁
セ
ラ
レ
タ
ル
婦
女
ヲ
監
護
ス
ル
者
其
ノ
婦
女
ヲ
姦
淫

シ
タ
ル
ト
キ
」
を
処
罰
す
る
規
定
（
第
三
九
四
条
）
と
、

婚
姻
ヲ
為
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
以
テ
婦
女
ヲ
欺

シ
之
ヲ
姦
淫
シ
タ
ル
者
」
を
処
罰

す
る
規
定
（
第
三
九
五
条
）
を
新
設
し
た
。
さ
ら
に
、

十
三
才
ニ
満
タ
ザ
ル
婦
女
ヲ
姦
淫
シ
又
ハ
十
三
ニ
満
タ
ザ
ル
男
女
ニ
対
シ
猥
褻
ノ

行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
者
」
を
処
罰
す
る
規
定
を
独
立
の
条
文
と
し
て
設
け
た
（
第
三
九
六
条
）。

一
方
、
刑
法
改
正
綱
領
第
三
五
項
お
よ
び
第
三
六
項
は
、
名
誉
毀
損
罪
に
対
す
る
処
理
を
厳
し
く
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
こ
の
趣

旨
は
、
そ
の
ま
ま
仮
案
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
名
誉
毀
損
罪
に
つ
い
て
、
現
行
刑
法
は
、

三
年
以
下
ノ
懲
役
若
ク
ハ
禁
錮
又

ハ
千
円
以
下
ノ
罰
金
」
で
あ
る
が
（
第
二
三
〇
条
）、
し
か
し
、
仮
案
第
四
〇
六
条
は
、

五
年
以
下
ノ
懲
役
若
ハ
禁
錮
又
ハ
三
千
円
以
下
ノ

罰
金
」
と
し
て
刑
を
重
く
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
刑
法
改
正
綱
領
第
三
五
項
の
「
…
名
誉
毀
損
罪
ノ
刑
ハ
之
ヲ
重
ク
シ
生
命
、
身
体
ニ
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対
ス
ル
罪
ノ
刑
ト
権
衡
ヲ
得
シ
ム
ル
コ
ト
」
に
忠
実
に
従
っ
た
規
定
で
あ
る
。
ま
た
、
名
誉
毀
損
罪
の
成
立
範
囲
が
現
行
法
に
比
べ
て
拡
大

さ
れ
た
（
第
四
〇
六
条
第
二
項
）。
さ
ら
に
、
仮
案
第
四
〇
七
条
お
よ
び
第
四
一
一
条
は
、

…
被
害
者
ノ
請
求
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
事
実
ノ

真
否
ヲ
判
断
シ
虚
偽
ナ
ル
ト
キ
ハ
」
特
に
刑
を
加
重
し
た
。
ま
た
、
死
者
の
名
誉
毀
損
罪
に
つ
い
て
の
独
立
条
文
を
設
け
、
そ
の
刑
を
現
行

法
よ
り
重
く
し
た
（
第
四
〇
八
条
）。
同
じ
よ
う
に
侮
辱
罪
の
刑
罰
も
重
く
し
た
（
第
四
〇
九
条
）。
出
版
物
に
よ
る
普
通
の
名
誉
毀
損
罪
お

よ
び
死
者
に
対
す
る
名
誉
毀
損
罪
を
新
設
し
、
そ
の
刑
を
特
に
重
く
し
た
（
第
四
一
〇
条
）。
刑
法
改
正
綱
領
第
三
五
項
に
則
っ
て
、
本
章

（
第
三
八
章
名
誉
ニ
対
ス
ル
罪
）
の
罪
の
中
で
軽
い
犯
罪
（
死
者
の
名
誉
毀
損
罪
お
よ
び
侮
辱
罪
）
は
親
告
罪
と
し
（
第
四
一
三
条
第
一
項
）、

そ
の
重
い
犯
罪
（
普
通
名
誉
毀
損
罪
お
よ
び
出
版
物
に
よ
る
普
通
名
誉
毀
損
罪
）
を
非
親
告
罪
と
す
る
同
時
に
、
反
意
思
不
罰
罪
と
す
る
規

定
（
第
四
一
三
条
第
二
項
）
を
新
設
し
た
。

改
正
刑
法
仮
案
の
「
人
身
及
名
誉
ノ
保
護
」
と
い
う
第
二
の
見
地
に
つ
い
て
、
特
に
、
木
村
亀
二
教
授
は
、

…
こ
れ
は
新
憲
法
の
下
で

は
、
そ
の
一
三
条
の
個
人
尊
重
の
原
則
と
い
う
基
本
的
人
権
の
保
障
の
当
然
の
結
論
で
あ
っ
て
、
今
回
の
刑
法
改
正53

）に
お
い
て
も
当
然
採
り

上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
す
で
に
昭
和
二
十
二
年
の
刑
法
の
一
部
改
正
法
律
に
よ
っ
て
実
定
法
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
現
行
刑

法
の
規
定
を
維
持
し
徹
底
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
…
改
正
刑
法
仮
案
の
人
身
及
名
誉
の
保
護
の
見
地
は
今
回
の
刑
法
改
正
の
中
に
徹
底
せ
し

め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
」
と
積
極
的
に
評
し
て
い
る54

）。

３

刑
事
政
策
的
見
地

第
三
の
見
地
は
、
犯
罪
防
止
の
た
め
に
刑
事
政
策
的
規
定
を
整
え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
行
刑
法
は
、
二
〇
世
紀
初
の
立
法
と
し

て
は
、
こ
の
刑
事
政
策
的
な
要
請
に
つ
い
て
相
当
な
配
慮
を
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、
そ
の
後
の
国
内
外
的
な
変
革
に
十
分
に
対
応
で
き
な

い
点
が
多
い
の
で
、
そ
の
た
め
の
改
正
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
日
本
政
府
は
、
刑
法
改
正
の
た
め
の
諮
問
の
第
三
項
で
、

輓
近
人
心
ノ
趨
向
ニ
見
テ
犯
罪
防
遏
ノ
効
果
ヲ
確
実
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
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刑
事
制
裁
ノ
種
類
及
執
行
方
法
ヲ
改
ム
ル
ノ
必
要
ア
ル
ヲ
認
ム
」
と
し
、
ま
た
、
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
提
出
理
由
（
内
閣
総
理
大
臣
演
説

要
領
）
の
説
明
中
で
、

輓
近
社
会
ノ
情
勢
及
人
心
ノ
趨
向
ハ
著
シ
ク
変
化
致
シ
マ
シ
タ
ル
為
現
時
ノ
制
度
ニ
依
リ
マ
シ
テ
ハ
或
ル
種
ノ
犯

罪
人
ニ
対
シ
テ
ハ
殆
ド
其
ノ
制
裁
ノ
効
果
カ
ナ
イ
カ
ノ
如
ク
思
ハ
ル
ル
モ
ノ
カ
ア
リ
マ
ス
即
チ
現
行
刑
法
ニ
於
ケ
ル
刑
罰
規
定
ハ
其
ノ
実
蹟

ヲ
挙
ク
ル
ニ
於
テ
遺
憾
ノ
点
カ
尠
ク
ナ
イ
ヤ
ウ
ニ
考
ヘ
マ
ス
宜
シ
ク
刑
事
政
策
ノ
要
求
ニ
適
応
シ
テ
相
当
ノ
法
制
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
ハ
方
今
ノ

時
世
ニ
於
テ
特
ニ
其
ノ
必
要
ヲ
認
メ
ル
次
第
テ
ア
リ
マ
ス
」
と
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
刑
法
改
正
綱
領
は
、
第
三
項
は
、

公
権
ノ
喪
失
及
停
止
ヲ
刑
ト
ス
ル
規
定
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
」、
第
四
項
は
、

譴
責
ヲ
刑
ト
ス
ル
規
定
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
」、
第
六
項
は
、

刑
又

ハ
刑
ノ
附
随
処
分
ト
シ
テ
居
住
制
限
ノ
規
定
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
」
と
し
た
。
こ
れ
は
、
改
正
刑
法
仮
案
第
三
〇
条
と
し
て
具
体
化
さ
れ
、
同
第

四
号
は
資
格
喪
失
、
第
五
号
は
資
格
停
止
、
第
六
号
は
居
住
制
限
、
第
一
〇
号
は
譴
責
を
そ
れ
ぞ
れ
刑
の
一
種
と
し
て
規
定
し
た55

）。
ま
た
、

刑
の
執
行
方
法
に
つ
い
て
も
、
綱
領
第
八
項
に
お
い
て
、

自
由
刑
ノ
執
行
猶
予
ヲ
為
シ
得
ヘ
キ
要
件
、
取
消
ノ
要
件
ヲ
寛
大
ニ
シ
且
宣
告

刑
ノ
範
囲
ヲ
広
ク
ス
ル
規
定
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
」
と
し
た
他
、
第
九
項
で
は
、

刑
の
執
行
猶
予
ノ
範
囲
ヲ
拡
張
シ
罰
金
、
科
料
、
公
権
喪
失

及
停
止
ニ
モ
及
ホ
ス
ヘ
キ
」
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
が
改
正
刑
法
仮
案
第
一
〇
章
（
第
九
六
条
な
い
し
第
一
〇
四
条
）
に
そ
の

ま
ま
受
容
さ
れ
、
現
行
刑
法
の
規
定
を
大
幅
に
改
正
し
た
。
例
え
ば
、
第
九
七
条
は
、

刑
ヲ
併
科
ス
ヘ
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
一
ノ
ミ
ニ

付
亦
刑
ノ
執
行
ヲ
猶
予
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」、
ま
た
、
第
九
八
条
は
、

懲
役
又
ハ
禁
錮
ニ
付
刑
ノ
執
行
猶
予
ヲ
言
渡
ス
場
合
ニ
於
テ
必
要
ア
リ

ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
猶
予
期
間
内
本
人
ヲ
保
護
観
察
ニ
付
シ
又
ハ
本
人
ニ
善
行
保
証
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
」
が
で
き
る
と
い
う
規
定
を
設
け
た56

）。

第
一
〇
〇
条
は
、

執
行
猶
予
ノ
言
渡
ヲ
取
消
ス
ト
キ
ハ
既
ニ
提
供
シ
タ
ル
金
額
又
ハ
有
価
証
券
ヲ
没
収
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
前
項
ノ
場
合
ニ
於

テ
没
収
セ
サ
ル
金
額
又
ハ
有
価
証
券
ハ
之
ヲ
還
付
ス
ヘ
シ
」、
第
一
〇
二
条
は
、

執
行
猶
予
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
其
ノ
猶
予
中
人
ノ
資

格
ニ
関
ス
ル
法
令
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ナ
キ
モ
ノ
ト
看
做
ス
」、
第
一
〇
四
条
は
、

資
格
喪
失
又
ハ
資
格
停
止
ノ
言

渡
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
ハ
情
状
ニ
因
リ
一
年
以
上
五
年
以
下
ノ
期
間
其
ノ
効
果
ノ
発
生
ヲ
停
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
必
要
ア

リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
本
人
ノ
善
行
保
証
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
い
う
内
容
を
新
し
く
定
め
た
。
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宣
告
猶
予
に
つ
い
て
改
正
綱
領
第
一
一
項
は
、

有
罪
判
決
ノ
宣
告
猶
予
ヲ
為
シ
得
ヘ
キ
規
定
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ

に
基
づ
い
て
、
改
正
刑
法
仮
案
は
、
第
一
一
章
宣
告
猶
予
（
第
一
〇
五
条
な
い
し
第
一
〇
七
条
）
を
新
設
し
た
。
さ
ら
に
仮
出
獄
に
つ
い
て
、

綱
領
第
二
〇
項
は
、

仮
出
獄
ノ
要
件
ヲ
寛
大
ニ
シ
其
ノ
他
仮
出
獄
ニ
関
シ
受
刑
者
ヲ
保
護
ス
ル
規
定
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
」
と
し
、
こ
れ
を
引

き
継
い
で
、
改
正
刑
法
仮
案
に
お
い
て
は
、
第
一
二
章
仮
釈
放
（
第
一
〇
八
条
な
い
し
第
一
一
四
条
）
を
設
け
て
現
行
刑
法
を
大
幅
に
改
正

し
て
い
る
。
こ
の
規
定
よ
っ
て
仮
釈
放
が
認
め
ら
れ
た
者
お
よ
び
刑
の
執
行
猶
予
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
保
護
観
察
（
第
一
四
四
条
な

い
し
第
一
四
八
条
）
に
付
し
、
善
行
保
証
（
第
一
四
二
条
の
二
な
い
し
第
一
四
二
条
の
四
）
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
規
定
を
新
設
し
た
。

ま
た
、
綱
領
第
一
九
項
は
、
不
定
期
刑
を
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
規
定
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
改
正
刑
法
仮
案
第
九
章
で
不
定

期
刑
（
第
九
一
条
な
い
し
第
九
五
条
）
に
関
す
る
規
定
が
新
設
さ
れ
た
。

し
か
し
、
改
正
刑
法
仮
案
の
刑
事
政
策
的
堅
持
の
最
大
の
特
色
は
、
刑
罰
以
外
に
保
安
処
分
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
刑
法
改
正

綱
領
第
二
一
項
は
、
保
安
処
分
と
し
て
勤
労
忌
避
者
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
者
、
精
神
障
害
者
な
ど
に
対
す
る
保
安
処
分
規
定
を
設
置
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
が
、
改
正
刑
法
仮
案
第
一
五
章
は
、
保
安
処
分
（
第
一
二
六
条
な
い
し
第
一
四
三
条
）
に
関
す
る
規
定
を
新
設
し
た
。
す
な

わ
ち
、
監
護
処
分
（
禁
錮
以
上
の
刑
に
当
た
る
罪
を
犯
し
た
者
が
心
身
障
害
者
ま
た
は
聾
唖
者
で
あ
る
場
合
に
公
安
上
必
要
で
あ
る
と
認
め

る
と
き
に
科
す
る
処
分
と
し
て
監
護
所
に
収
容
し
、
治
療
そ
の
他
監
護
の
た
め
に
必
要
な
処
置
を
す
る
こ
と
で
あ
る；

第
一
二
七
条
な
い
し

第
一
三
二
条
）、
矯
正
処
分
（
飲
酒
ま
た
は
麻
酔
剤
使
用
の
習
癖
が
あ
る
者
と
し
て
酩
酊
ま
た
は
麻
酔
の
状
態
に
お
い
て
罪
を
犯
し
、
そ
の

習
癖
を
矯
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
科
す
る
処
分
と
し
て
矯
正
所
に
収
容
し
て
実
施
し
、
そ
の
期
間
は
二
年
で
あ
る；

第
一
三

三
条
な
い
し
第
一
三
五
条
）、
労
作
処
分
（
浮
浪
ま
た
は
労
働
忌
避
に
よ
っ
て
常
習
的
に
罪
を
犯
し
た
者
に
対
し
刑
の
宣
告
を
す
る
場
合
に

そ
の
裁
判
と
共
に
言
渡
す
処
分
と
し
て
、
労
作
所
に
収
容
し
て
勤
労
精
神
を
涵
養
す
る
た
め
に
必
要
な
作
業
に
就
か
せ
る
こ
と
で
あ
る；

第

一
三
六
条
な
い
し
第
一
三
八
条
）、
予
防
処
分
（
懲
役
の
執
行
終
了
に
よ
っ
て
釈
放
さ
れ
る
べ
き
者
が
、
釈
放
後
に
再
び
放
火
、
殺
人
ま
た

は
強
盗
を
す
る
虞
が
顕
著
な
場
合
に
科
す
る
処
分
と
し
て
、
予
防
所
に
収
容
し
て
矯
正
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
で
あ
る；

第
一
三
九
条
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な
い
し
第
一
四
二
条
）
の
四
種
類57

）を
規
定
し
て
い
る
（
第
一
二
六
条
）。

こ
の
よ
う
に
、
刑
事
政
策
的
見
地
は
、
主
に
改
正
刑
法
仮
案
の
総
則
の
部
分
に
具
現
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
木
村
亀
二
教
授

は
、

…
特
に
刑
の
量
定
の
基
準
に
関
す
る
規
定
、
常
習
犯
に
対
す
る
規
定
、
不
定
期
刑
・
宣
告
猶
予
・
保
安
処
分
の
制
度
の
確
立
等
が
特
に

重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
現
行
刑
法
に
お
い
て
特
に
欠
け
て
い
る
た
め
現
行
刑
法
の
改
正
上
そ
の
制
定
の
必
要
が
痛
感
せ
ら
れ
て

来
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
今
回
の
改
正
に
お
い
て
特
に
考
慮
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
…
及
び
、
第
三
の
刑
事
政
策
的
見
地
だ

け
が
、
今
回58

）の
刑
法
改
正
の
指
導
原
理
と
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い59

）。」
と
第
二
の
「
人
身
及
名
誉
の
保
護
の
見
地
」
と

同
じ
く
肯
定
的
に
評
し
て
い
る
。

四

改
正
刑
法
仮
案
の
総
則
と
各
則
の
編
制
と
特
徴

１

総
則

改
正
刑
法
仮
案
に
お
け
る
重
点
の
部
分
は
や
は
り
総
則
部
分
で
あ
る
。
総
則
の
部
分
は
、
一
七
章
一
五
三
箇
条
の
決
定
条
項
と
四
箇
条
の

留
保
条
項
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
現
行
刑
法
総
則
が
一
三
章
七
二
箇
条
で
あ
る
こ
と
に
比
し
て
二
倍
以
上
も
多
い
条
文
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
主
に
新
し
い
制
度
に
関
す
る
規
定
が
新
設
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
定
期
刑
の
五
箇
条
、
宣
告
猶
予
の
三
箇
条
、
保
安
処

分
の
一
八
箇
条
、
保
護
観
察
の
五
箇
条
は
全
く
新
し
い
規
定
で
あ
り
、
そ
の
他
に
は
、
刑
罰
種
類
の
増
加
に
伴
う
一
五
〜
一
六
箇
条
の
追
加

と
、
刑
の
消
滅
に
つ
い
て
の
章
の
新
設
、
刑
の
適
用
に
つ
い
て
の
章
の
変
更
に
よ
っ
て
一
七
〜
一
八
箇
条
が
増
え
た
。

そ
の
構
成
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
第
一
章
、
法
例
（
第
一
条
〜
第
八
条
）、
第
二
章
、
犯
罪
（
第
九
条
〜
第
二
〇
条
）、
第
三
章
、
未
遂
犯

（
第
二
一
条
〜
第
二
四
条
）、
第
四
章
、
共
犯
（
第
二
五
条
〜
第
二
九
条
）、
第
五
章
、
刑
（
第
三
〇
条
〜
第
五
六
条
）、
第
六
章
、
刑
ノ
適
用

（
第
五
七
条
〜
第
七
四
条
）、
第
七
章
、
累
犯
（
第
七
五
条
〜
第
七
七
条
）、
第
八
章
、
競
合
犯
（
第
七
八
条
〜
第
九
〇
条
）、
第
九
章
、
不
定
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期
刑
（
第
九
一
条
〜
第
九
五
条
）、
第
一
〇
章
、
執
行
猶
予
（
第
九
六
条
〜
第
一
〇
四
条
）、
第
一
一
章
、
宣
告
猶
予
（
第
一
〇
五
条
〜
第
一

〇
七
条
）、
第
一
二
章
、
仮
釈
放
（
第
一
〇
八
条
〜
第
一
一
四
条
）、
第
一
三
章
、
刑
の
時
効
（
第
一
一
五
条
〜
第
一
一
八
条
）、
第
一
四
章
、

刑
ノ
消
滅
（
第
一
一
九
条
〜
一
二
五
条
）、
第
一
五
章
、
保
安
処
分
（
第
一
二
六
条
〜
第
一
四
三
条
）、
第
一
六
章
、
保
護
観
察
（
第
一
四
四

条
〜
第
一
四
八
条
）、
第
一
七
章
、
期
間
（
第
一
四
九
条
〜
第
一
五
三
条
）、
留
保
条
項
（
第
一
四
二
条
ノ
二
〜
第
一
四
二
条
ノ
四
、
第
一
二

六
条
五
号
）
の
順
で
あ
る
。

そ
の
特
徴
を
概
略
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
に
、
改
正
刑
法
仮
案
の
総
則
は
、
規
定
の
順
序
と
し
て
犯
罪
を
先
に
刑
罰
を
後
に
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
現
行
刑
法
と
は
正
反

対
で
あ
る
。
改
正
刑
法
仮
案
は
、
刑
法
総
論
の
理
論
的
説
明
と
し
て
先
ず
刑
罰
を
科
す
る
前
提
と
し
て
の
犯
罪
を
論
じ
、
犯
罪
の
一
応
の
説

明
を
終
え
て
か
ら
そ
の
効
果
と
し
て
の
刑
罰
を
論
ず
る
方
法
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る60

）。

第
二
に
、
改
正
刑
法
仮
案
総
則
は
、
現
行
刑
法
に
は
存
在
し
な
い
様
々
な
制
度
を
新
設
し
て
い
る
。
不
定
期
刑
、
宣
告
猶
予
、
刑
の
消
滅
、

保
安
処
分
、
保
護
観
察
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
中
で
刑
の
消
滅
は
、
現
行
刑
法
が
解
釈
に
依
存
し
て
い
た
も
の
を
新
し
く
設
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
の
不
定
期
刑
、
宣
告
猶
予
、
保
安
処
分
、
保
護
観
察
の
新
設
は
、
改
正
刑
法
仮
案
総
則
の
要
点

で
あ
る
と
い
え
る
。
仮
案
総
則
の
作
成
に
お
い
て
最
も
重
要
視
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
新
し
い
制
度
で
あ
る
。

第
三
に
、
現
行
刑
法
の
規
定
を
変
更
し
、
ま
た
は
現
行
刑
法
の
規
定
に
付
加
え
ら
れ
た
こ
と
と
し
て
重
要
な
も
の
は
次
の
六
点
で
あ
る
。

第
二
章
（
犯
罪
）
に
お
い
て
、
事
実
の
不
知
（
第
一
〇
条
第
一
項
）、
法
律
の
不
知
（
第
一
一
条
第
二
項
）、
結
果
的
加
重
犯
で
結
果
の
予

想
可
能
（
第
一
二
条
）、
不
真
正
不
作
犯
（
第
一
三
条
）、
自
救
行
為
（
第
二
〇
条
）
を
付
加
え
、
心
身
障
害
に
つ
い
て
、
事
理
の
弁
別
能
力

の
有
無
を
復
活
さ
せ
（
第
一
四
条
）、
正
当
防
衛
、
緊
急
状
態
の
犯
罪
阻
却
の
根
拠
を
過
去
の
必
要
行
為
か
ら
新
し
く
相
当
行
為
に
改
正
し

た
（
第
一
八
条
、
第
一
九
条
）。

第
三
章
（
未
遂
犯
）
に
お
い
て
、
不
能
未
遂
を
新
設
し
（
第
二
二
条
）、
中
止
未
遂
に
お
い
て
、
結
果
発

生
の
防
止
努
力
に
つ
い
て
刑
の
減
免
の
効
果
を
付
与
し
た
（
第
二
三
条
第
二
項
）。

第
四
章
（
共
犯
）
に
お
い
て
、
学
説
上
認
め
ら
れ
て
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い
た
間
接
正
犯
を
新
設
し
た
（
第
二
九
条
）、

第
五
章
（
刑
）
に
お
い
て
、
今
ま
で
の
七
種
類
の
刑
罰
（
死
刑
、
懲
役
、
禁
錮
、
罰
金
、

拘
留
、
科
料
、
没
収
）
に
資
格
喪
失
、
資
格
停
止
、
居
住
制
限
、
譴
責
の
四
種
類
を
付
け
加
え
た
（
第
三
〇
条
）。

第
七
章
（
刑
の
適
用
）

に
お
い
て
、
加
重
減
軽
を
す
る
時
、
斟
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
を
列
挙
し
た
（
第
五
七
条
）。
こ
の
内
容
は
、
刑
法
改
正
綱
領
第
一

項
で
宣
言
し
た
「
各
罪
ニ
対
ス
ル
刑
ノ
軽
重
ハ
本
邦
ノ
淳
風
美
俗
ヲ
維
持
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
シ
忠
孝
其
ノ
他
ノ
道
義
ニ
関
ス
ル
犯
罪
ニ
付

テ
ハ
特
ニ
其
ノ
規
定
ニ
注
意
ス
ル
コ
ト
」
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
懲
役
か
ら
禁
錮
に
、
ま
た
禁
錮
か
ら
懲
役
に
転
換
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
（
第
六
一
条
、
第
六
二
条
）。
ま
た
、
罰
金
の
適
用
に
つ
い
て
、
犯
人
の
財
産
状
態
を
参
考
し
（
第
五
九
条
）、

繰
返
し
て
罰
金
に
処
さ
れ
る
者
に
対
し
て
は
、
罰
金
か
ら
禁
錮
へ
の
転
換
を
認
め
た
（
第
六
三
条
）。
さ
ら
に
、
裁
判
所
は
、
有
罪
判
決
を

受
け
た
者
の
負
担
に
よ
っ
て
官
報
お
よ
び
新
聞
紙
に
判
決
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
公
示
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
被
告
人
の
た
め

に
無
罪
・
免
訴
の
裁
判
公
示
が
で
き
る
よ
う
に
規
定
し
た
（
第
七
三
条
、
第
七
四
条
）。

そ
の
他
、
競
合
犯
の
加
重
主
義
、
累
犯
の
取
り

扱
い
な
ど
に
つ
い
て
多
少
の
変
更
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
現
行
刑
法
と
比
較
し
て
、
大
き
な
変
化
は
な
い
。

第
四
に
、
改
正
刑
法
仮
案
総
則
は
、
若
干
の
表
題
に
つ
い
て
現
行
刑
法
と
違
っ
た
用
語
を
使
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
刑
法
の

「
犯
罪
の
不
成
立
及
び
刑
の
減
免
、
未
遂
罪
、
併
合
罪
、
刑
の
執
行
猶
予
、
仮
出
獄
、
時
効
、
期
間
の
計
算
」
か
ら
、

犯
罪
、
未
遂
犯
、
競

合
犯
、
執
行
猶
予
、
仮
釈
放
、
刑
の
時
効
、
期
間
」
に
修
正
し
た
。
こ
れ
は
法
典
の
体
制
（
例
え
ば
、

犯
罪
」
の
章
で
新
し
く
不
作
為
犯

を
規
定
し
た
の
で
「
犯
罪
の
不
成
立
及
び
刑
の
減
免
」
と
し
て
は
適
合
し
な
い
と
い
う
理
由
）
な
い
し
言
語
の
表
現
（
例
え
ば
、
仮
出
獄
よ

り
は
仮
釈
放
が
良
く
聞
こ
え
る
と
い
う
な
ど
）
上
だ
け
の
問
題
で
あ
る
。

２

各
則

改
正
刑
法
仮
案
各
則
は
、
総
四
六
章
、
三
〇
九
箇
条
（
第
一
五
四
条
〜
第
四
六
二
条
）
で
成
っ
て
い
る
。
現
行
刑
法
の
各
則
が
総
四
〇
章
、

一
九
二
箇
条
（
第
七
三
条
〜
第
二
六
四
条
）
で
あ
る
こ
と
に
比
し
て
、
六
章
、
一
一
七
箇
条
が
増
え
た
。
そ
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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第
一
章
、
皇
室
ニ
対
ス
ル
罪
（
第
一
五
四
条
〜
第
一
六
四
条
）、
第
二
章
、
内
乱
ニ
関
ス
ル
罪
（
第
一
六
五
条
〜
第
一
七
一
条
）、
第
三
章
、

外
患
ニ
関
ス
ル
罪
（
第
一
七
二
条
〜
第
一
八
五
条
）、
第
四
章
、
国
交
ニ
関
ス
ル
罪
（
第
一
八
六
条
〜
第
一
九
一
条
）、
第
五
章
、
職
務
ニ
関

ス
ル
罪
（
第
一
九
二
条
〜
第
二
〇
二
条
）、
第
六
章
、
公
ノ
選
挙
ニ
関
ス
ル
罪
（
第
二
〇
三
条
〜
第
二
〇
七
条
）、
第
七
章
、
公
務
妨
害
ノ
罪

（
第
二
〇
八
条
〜
第
二
一
五
条
）、
第
八
章
、
逃
走
及
蔵
匿
ノ
罪
（
第
二
一
六
条
〜
第
二
二
二
条
）、
第
九
章
、
偽
証
及
証
拠
隠
滅
ノ
罪
（
第

二
二
三
条
〜
第
二
二
七
条
）、
第
一
〇
章
、
誣
告
ノ
罪
（
第
二
二
八
条
〜
第
二
二
九
条
）、
第
一
一
章
、
神
社
ニ
対
ス
ル
罪
（
第
二
三
〇
条

〜
第
二
三
一
条
）、
第
一
二
章
、
礼
拝
所
ニ
関
ス
ル
罪
（
第
二
三
二
条
〜
第
二
三
八
条
）、
第
一
三
章
、
安
寧
秩
序
ニ
対
ス
ル
罪
（
第
二
三
九

条
〜
第
二
四
八
条
）、
第
一
四
章
、
爆
発
物
ニ
関
ス
ル
罪
（
第
二
四
九
条
〜
第
二
五
一
条
）、
第
一
五
章
、
騒
擾
ノ
罪
（
第
二
五
二
条
〜
第
二

五
三
条
）、
第
一
六
章
、
放
火
及
失
火
ノ
罪
（
第
二
五
四
条
〜
第
二
六
七
条
）、
第
一
七
章
、
溢
水
及
水
利
ニ
関
ス
ル
罪
（
第
二
六
八
条
〜
第

二
七
四
条
）、
第
一
八
章
、
交
通
妨
害
ノ
罪
（
第
二
七
五
条
〜
第
二
七
九
条
）、
第
一
九
章
、
飲
料
水
ニ
関
ス
ル
罪
（
第
二
八
〇
条
〜
第
二
八

七
条
）、
第
二
〇
章
、
阿
片
ニ
関
ス
ル
罪
（
第
二
八
八
条
〜
第
二
九
三
条
）、
第
二
一
章
、
通
貨
偽
造
ノ
罪
（
第
二
九
四
条
〜
第
二
九
九
条
）、

第
二
二
章
、
有
価
証
券
偽
造
ノ
罪
（
第
三
〇
〇
〜
第
三
〇
五
条
）、
第
二
三
章
、
文
書
偽
造
ノ
罪
（
第
三
〇
六
条
〜
第
三
一
八
条
）、
第
二
四

章
、
印
章
偽
造
ノ
罪
（
第
三
一
九
条
〜
第
三
二
三
条
）、
第
二
五
章
、
風
俗
ヲ
害
ス
ル
罪
（
第
三
二
四
条
〜
第
三
三
一
条
）、
第
二
六
章
、
賭

博
及
富
籤
ニ
関
ス
ル
罪
（
第
三
三
二
条
〜
第
三
三
四
条
）、
第
二
七
章
、
殺
人
ノ
罪
（
第
三
三
五
条
〜
第
三
四
二
条
）、
第
二
八
章
、
傷
害
及

暴
行
ノ
罪
（
第
三
四
三
条
〜
第
三
五
一
条
）、
第
二
九
章
、
過
失
傷
害
ノ
罪
（
第
三
五
二
条
〜
第
三
五
四
条
）、
第
三
〇
章
、
決
闘
ノ
罪
（
第

三
五
五
条
〜
第
三
五
七
条
）、
第
三
一
章
、
堕
胎
ノ
罪
（
第
三
五
八
条
〜
第
三
六
三
条
）、
第
三
二
章
、
遺
棄
ノ
罪
（
第
三
六
四
条
〜
第
三
七

一
条
）、
第
三
三
章
、
逮
捕
及
監
禁
ノ
罪
（
第
三
七
二
条
〜
第
三
七
五
条
）、
第
三
四
章
、
略
取
及
誘
拐
ノ
罪
（
第
三
七
六
条
〜
第
三
八
七

条
）、
第
三
五
章
、
姦
淫
ノ
罪
（
第
三
八
八
条
〜
第
三
九
七
条
）、
第
三
六
章
、
脅
迫
ノ
罪
（
第
三
九
八
条
〜
第
四
〇
二
条
）、
第
三
七
章
、

住
居
ヲ
侵
害
ス
罪
（
第
四
〇
三
条
〜
第
四
〇
五
条
）、
第
三
八
章
、
名
誉
ニ
対
ス
ル
罪
（
第
四
〇
六
枚
〜
第
四
一
三
条
）、
第
三
九
章
、
信
用
、

業
務
及
競
売
ニ
関
ス
ル
罪
（
第
四
一
四
条
〜
第
四
一
六
条
）、
第
四
〇
章
、
秘
密
ヲ
侵
ス
罪
（
第
四
一
七
条
〜
第
四
一
九
条
）、
第
四
一
章
、
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窃
盗
及
強
盗
ノ
罪
（
第
四
二
〇
条
〜
第
四
三
四
条
）、
第
四
二
章
、
詐
欺
及
恐
喝
ノ
罪
（
第
四
三
五
条
〜
第
四
四
一
条
）、
第
四
三
章
、
横
領

及
背
任
の
罪
（
第
四
四
二
条
〜
第
四
四
九
条
）、
第
四
四
章
、
贓
物
ニ
関
ス
ル
罪
（
第
四
五
〇
条
〜
第
四
五
二
条
）、
第
四
五
章
、
損
壊
ノ
罪

（
第
四
五
三
条
〜
第
四
五
七
条
）、
第
四
六
章
、
権
利
ノ
行
使
ヲ
妨
害
ス
ル
罪
（
第
四
五
八
条
〜
第
四
六
二
条
）
で
あ
る
。

各
則
の
特
徴
を
概
略
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

第
一
に
、
改
正
刑
法
仮
案
各
則
は
、
法
定
刑
が
相
当
峻
厳
に
変
わ
っ
た
。
改
正
綱
領
第
二
七
項
は
、

死
刑
、
無
期
刑
ニ
該
ル
罪
ヲ
減
少

ス
ル
コ
ト
」
を
言
及
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
実
際
に
は
、
こ
れ
ら
を
規
定
し
た
犯
罪
数
も
条
文
数
も
む
し
ろ
増
加
し
て
い
る
。
自
由
刑
の

短
期
が
長
く
な
っ
た
こ
と
も
目
立
つ
。
ま
た
物
価
の
騰
貴
か
ら
当
然
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
罰
金
の
多
額
も
上
が
っ
た
。
傷
害
罪
、
窃
盗
罪
、

損
壊
罪
な
ど
に
お
い
て
犯
罪
類
型
を
細
分
し
た
の
で
、
現
行
刑
法
よ
り
刑
罰
が
軽
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
全
般
的
に
は
重
く
な
っ
た
こ

と
が
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
思
想
的
に
一
般
予
防
主
義
が
復
活
し
た
た
め
で
あ
る61

）。

第
二
に
、
国
家
的
法
益
の
保
護
を
強
化
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
見
え
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
国
家
が
あ
ら
ゆ
る
個
人
と
社
会
の
矛
盾
を
止

揚
さ
せ
て
統
一
す
る
公
的
共
同
体
で
あ
り
、
皇
室
と
神
社
が
そ
の
中
心
に
な
る
い
わ
ゆ
る
皇
国
理
念
が
存
在
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
い
う

点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る62

）。
ま
た
「
安
寧
秩
序
ニ
対
ス
ル
罪
（
第
一
三
章
）」
の
章
が
新
設
さ
れ
、
悪
名
高
い
治
安
維
持
法
と
新
聞
紙
法
・
出

版
法
な
ど
の
特
別
法
の
諸
規
定
が
拡
張
・
吸
収
さ
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
い
わ
ゆ
る
淳
風
美
俗
論
が
各
則
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
例
え
ば
、
遺
棄
罪
の
中
で
新
し
く
法
律
上
扶
養
義
務
の
不
履
行

が
家
族
制
度
を
破
壊
す
る
行
為
と
し
て
付
加
え
ら
れ
た
。
ま
た
一
家
の
恥
辱
を
隠
蔽
す
る
た
め
の
嬰
児
殺
と
堕
胎
罪
が
減
軽
類
型
に
規
定
さ

れ
た
。
そ
の
他
に
い
わ
ゆ
る
緊
急
救
助
義
務
違
反
（
第
三
四
二
条
）
規
定
が
新
設
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
、
民
族
共
同
体
構
成
員
の
相
互
連
携

性
の
強
調
を
背
景
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。

第
四
に
、
風
俗
を
害
す
る
犯
罪
を
第
二
五
章
で
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
改
正
綱
領
第
三
〇
項
の
「
猥
褻
、
姦
淫
ニ
関
ス
ル
現
行
法

ノ
不
備
ヲ
補
ヒ
且
刑
ノ
権
衡
ヲ
適
当
ニ
ス
ル
コ
ト
」
に
依
拠
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
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妻
の
姦
通
罪
の
他
に
条
件
付
で
夫
の
姦
通
罪
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
本
来
現
行
刑
法
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
不
平
等
主
義
を
採
択
し
、
妻

の
姦
通
だ
け
を
処
罰
し
て
い
た63

）。
こ
れ
に
対
し
て
予
備
草
案
は
、
男
女
平
等
主
義
を
採
択
し
た
が
（
第
二
四
八
条
）、
改
正
刑
法
仮
案
は
、

再
び
男
女
不
平
等
処
罰
主
義
を
取
っ
た64

）。
す
な
わ
ち
、
夫
の
姦
通
罪
は
「
他
ノ
婦
女
ト
私
通
シ
其
ノ
関
係
継
続
中
悪
意
ヲ
以
テ
妻
ヲ
遺
棄
シ

又
ハ
之
ニ
対
シ
テ
同
居
ニ
堪
ヘ
ザ
ル
虐
待
若
ハ
重
大
ナ
ル
侮
辱
ヲ
加
ヘ
タ
ル
」
こ
と
を
条
件
と
し
て
「
二
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
処
ス
」
と
規
定

し
て
い
る
（
第
三
二
五
条
）。

小
野
清
一
郎
教
授
は
、

第
一
に
、
其
が
国
家
的
民
族
共
同
体
を
保
護
せ
ん
と
す
る
現
実
の
必
要
に
即
し
て
ゐ
る
こ
と
、
第
二
に
、
国
家

的
民
族
共
同
体
の
客
観
的
道
義
態
の
秩
序
的
全
体
を
体
系
的
に
意
識
し
、
其
に
対
す
る
忍
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
侵
害
と
し
て
の
「
罪
」
を
組
織
的

に
排
列
し
て
ゐ
こ
と
」
か
ら
、
各
則
が
総
則
に
比
し
て
優
れ
て
い
る
と
評
す
る65

）。

五

小

括

本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
仮
案
の
総
則
部
分
は
日
本
に
よ
る
満
州
侵
攻
の
年
で
あ
る
一
九
三
一
年
、
各
則
部
分
は
太
平
洋
戦
争
が
勃
発
す

る
前
年
で
あ
る
一
九
四
〇
年
に
そ
れ
ぞ
れ
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
を
偶
然
の
一
致
と
も
い
え
そ
う
だ
が
、
あ
る
法
律
の
性
格
を
分
析
す
る
た
め

に
は
、
そ
の
社
会
の
時
代
的
背
景
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
仮
案
は
当
時
日
本
の
軍
国
主
義
、
帝
国
主

義
の
展
開
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。

し
か
し
、
仮
案
の
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
日
本
で
行
わ
れ
た
刑
法
改
正
作
業
に
お
い
て
仮
案
は
重
要
な
参

考
な
い
し
根
拠
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
仮
案
の
肯
定
的
要
素
や
評
価
も
存
在
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
仮
案
の
指
導
理
念
の
中
で
「
固
有
ノ
道
徳
及
び
美
風
良
習
」
の
見
地
は
、
戦
後
日
本
の
新
憲
法
下
で
は
刑
法
改
正
の
基
本
理
念
と
は

な
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

刑
事
政
策
的
見
地
」
に
つ
い
て
も
一
部
肯
定
的
な
観
点
は
あ
る
も
の
の
、
全
体
的
に
見
て
仮
案
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に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
思
想
犯
に
対
す
る
治
安
維
持
対
策
の
一
環
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
印
象
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の

よ
う
に
考
え
る
と
指
導
理
念
の
二
番
目
の
「
人
身
及
び
名
誉
ノ
保
護
」
の
見
地
の
み
が
時
代
を
超
え
て
そ
の
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
。

日
本
の
改
正
刑
法
仮
案
は
、
戦
争
が
よ
り
激
し
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
、
結
局
日
本
に
お
い
て
は
確
定
稿
と
し
て
完
成
さ
れ
ず
、

し
た
が
っ
て
法
律
と
し
て
成
立
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
韓
国
に
お
い
て
は
、
解
放
後
、
日
本
の
刑
法
改
正
仮
案
を
主
に
参
考
し
て
刑
法

を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仮
案
は
今
日
ま
で
韓
国
刑
法
の
中
心
と
し
て
席
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
韓
国
の
刑
法
を
解
釈

す
る
に
は
日
本
の
刑
法
改
正
仮
案
の
背
景
や
立
法
理
由
な
ど
を
十
分
参
照
し
、
ま
た
こ
れ
を
韓
国
の
現
実
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
再
解
釈
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
結
果
に
し
た
が
っ
て
韓
国
刑
法
の
問
題
点
を
把
握
し
立
て
直
す
作
業
が
必
須
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。

１
）

正
式
名
称
は
、
刑
法
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
総
会
決
議
お
よ
び
留
保
條
項
、
刑
法
総
則
お
よ
び
各
則
未
定
稿
。
以
下
、
改
正
刑
法
仮
案
ま
た
は
仮

案
と
い
う
。

２
）

他
に
、
日
帝
植
民
地
期
、
日
帝
強
制
占
領
期
、
倭
政
時
代
な
ど
と
も
言
わ
れ
る
。

３
）

も
っ
と
は
っ
き
り
い
う
と
、
ま
っ
た
く
新
し
い
刑
法
典
を
作
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
対
日
抗
争
期
か
ら
一
九
五
三
年
新
刑
法
典
が
誕
生
す
る
前
ま
で

施
行
さ
れ
た
日
本
の
現
行
刑
法
典
を
改
正
す
る
形
と
し
て
仮
案
を
大
幅
に
取
り
入
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

４
）

呉
英
根
、

日
本
改
正
刑
法
仮
案

制
定
刑
法

影
響

現
行

刑
法
解
釈
論

問
題
点
」、
刑
事
法
研
究
第
二
〇
号
、
二
〇
〇
三

年
、
一
一
三
面；

、

刑
法
典
施
行
半
世
紀

回
顧
」、
刑
事
法
研
究
第
二
〇
号
、
二
〇
〇
三
年
、
三
面
。

５
）

勿
論
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
解
放
直
後
の
法
律
制
定
に
お
い
て
刑
法
だ
け
に
限
ら
れ
た
問
題
で
は
な
っ
た
。

６
）

戒
能
通
孝
、

基
本
法
改
正
の
態
度
と
し
て
」、
法
律
時
報
第
三
二
巻
第
八
号
通
巻
三
六
五
号
、
一
九
六
〇
年
七
月
号
臨
時
増
刊
、
一
頁
。

７
）

吉
川
経
夫
、

刑
法
改
正
の
危
険
な
方
向
」、
中
央
公
論
一
九
七
二
年
七
月
号
、
八
四
頁
。

８
）

中
山
研
一
、

改
正
刑
法
仮
案
の
歴
史
的
考
察
｜
改
正
刑
法
準
備
草
案
の
本
質
規
定
の
前
提
と
し
て
｜
」、
法
律
時
報
第
三
二
巻
第
八
号
、
通
巻
三
六

五
号
、
一
九
六
〇
年
七
月
号
臨
時
増
刊
、
二
九
〇
頁
。
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９
）

桜
木
澄
和
、

刑
法
「
改
正
」
作
業
の
思
想
史
的
源
流
」、
法
学
セ
ミ
ナ
ー
第
二
〇
三
巻
、
一
九
七
二
年
、
一
頁
。

10
）

山

実
、

戦
争
遂
行
に
伴
う
犯
罪
と
刑
法
改
正
｜
昭
和
一
六
年
の
刑
法
改
正
を
め
ぐ
っ
て
｜
」、
犯
罪
社
会
学

究
第
二
巻
、
一
九
七
七
年
、
一

四
三
頁
。

11
）

桜
木
澄
和
、

刑
法
「
改
正
」
作
業
の
思
想
史
的
源
流
」、
法
学
セ
ミ
ナ
ー
第
二
〇
三
巻
、
一
九
七
二
年
、
五
一
頁
。

12
）

前
田
雅
英
、
刑
法
總
論
講
義
第
二
版
、
一
九
九
六
年
、
三
六
頁
。

13
）

吉
川
經
夫
、
刑
法
改
正
を
考
え
る
、
一
九
七
四
年
、
六
五
頁
。

14
）

小
野
淸
一

、
改
正
刑
法
準
備
草
案
理
由
書
｜
附
同
理
由
書
、
刑
法
改
正
準
備
会
、
一
九
六
一
年
、
八
四
頁
。

15
）

木
田
純
一
、

刑
法
の
改
正
に
つ
い
て
」、
法
經
論
集
、
第
三
三

、
一
九
六
一
年
、
四
頁
。

16
）

小
野
淸
一

、
前

注
一
四
、
八
四
頁
。

17
）

吉
川
經
夫
、
前

注
一
三
、
六
七
頁
。

18
）

桜
木
澄
和
、
前
掲
注
一
一
、
五
二
〜
五
三
頁
。

19
）

こ
の
時
期
は
、
日
本
の
ア
ジ
ア
侵
略
に
対
す
る
抵
抗
も
激
し
く
勃
発
し
た
と
き
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
韓
国
の
三
・
一
独
立
運
動
、
中
国
の
五
・
四

運
動
な
ど
が
大
正
八
年
（
一
九
一
九
年
）
に
起
こ
っ
た
。

20
）

今
井
淸
一
、
日
本
の

史
二
三

、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
｜
、
一
九
七
四
年
、
一
七
一
〜
一
八
三
頁
。

21
）

小
野
淸
一

、

刑
法
に
お
け
る
道
義
と
政
策
｜
改
正
刑
法
仮
案
に
対
す
る
概
括
的
批
判
｜
」、
法
律
時
報
、
第
一
二
巻
第
七
号
、
一
九
四
〇
年
、
一

二
頁
。

22
）

齊
藤
金
作
、

刑
法
改
正
案
の
由
来
と
意
義
」、
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
一
二
一
号
、
一
九
五
七
年
、
四
〇
頁
。

23
）

横
山
実
、
前

注
一
〇
、
一
四
三
〜
一
四
四
頁
。

24
）

桜
木
澄
和
、

刑
法
「
改
正
」
作
業
の
思
想
史
的
源
流
」、
法
学
セ
ミ
ナ
ー
第
二
〇
三
巻
、
一
九
七
二
年
、
五
五
頁
。

25
）

佐
伯
千
仞
、
刑
法
改
正
の
總
括
的
批
判
、
一
九
七
五
年
、
三
頁
。

26
）

小
野
清
一
郎
、
日
本
法
理
の
自
覚
的
展
開
、
一
九
四
二
、
二
二
〇
〜
二
二
一
頁
。

27
）

本
田
純
一
、

刑
法
の
改
正
に
つ
い
て
」、
愛
知
大
学
法
経
論
集
第
三
三
号
、
一
九
六
一
年
、
一
二
頁
。

28
）

小
野
清
一
郎
、
前
掲
注
一
四
、
八
五
頁
。

29
）

齊
藤
金
作
、
前
掲
注
二
二
、
四
一
頁
。

30
）

仮
案
の
留
保
条
項
は
、
総
則
編
の
善
行
保
証
に
関
す
る
四
箇
項
で
あ
る
。
こ
の
制
度
を
留
保
条
項
と
し
た
理
由
は
、

わ
が
邦
の
刑
法
史
に
根
拠
の

な
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
前
近
代
的
な
市
民
的
刑
事
政
策
が
日
本
的
保
守
主
義
者
の
疑
問
を
克
服
し
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」
（
小
野
清
一
郎
、
前
掲
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注
二
六
、
八
五
頁
）。

31
）

横
山

実
、

戦
争
遂
行
に
伴
う
犯
罪
と
刑
法
改
正
」、
犯
罪
社
会
学
研
究
第
二
号
、
一
九
七
七
年
、
一
四
五
頁
。

32
）

木
村
亀
二
、

刑
法
草
案
各
則
の
比
較
法
的
考
察
」、
法
律
時
報
第
一
二
巻
七
号
、
一
九
四
〇
年
、
七
二
二
頁
。

33
）

横
山

実
、
前
掲
注
一
〇
、
一
四
五
頁
。

34
）

佐
伯
千
仞
、
前
掲
注
二
五
、
四
頁
。

35
）

中
山
研
一
、

改
正
刑
法
仮
案
の
歴
史
的
考
察
」、
法
律
時
報
第
三
二
巻
第
八
号
、
一
九
六
〇
年
七
月
号
（
臨
時
増
刊
）、
二
九
一
頁；

牧
野
英
一
、

刑
法
の
改
正
に
お
け
る
妥
協
と
進
歩
」、
法
律
時
報
第
一
二
巻
第
七
号
、
一
九
四
〇
年
七
月
、
三
頁；

木
村
亀
二
、

法
改
正
と
世
界
観
」、
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
九
五
七
年
一
月
一
日
号
（N

o
.

一
二
一
）、
二
七
頁
。

36
）

吉
川
経
夫
、
前
掲
注
一
三
、
八
五
面；

佐
伯
千
仞
、
前
掲
注
二
五
、
四
頁
。

37
）

牧
野
英
一
、

刑
法
の
改
正
に
お
け
る
妥
協
と
進
歩
」、
法
律
時
報
第
一
二
巻
七
号
、
一
九
四
〇
年
、
三
頁
。

38
）

小
野
清
一
郎
、

刑
法
に
於
け
る
道
義
と
政
策
｜
改
正
刑
法
仮
案
に
対
す
る
概
括
的
批
判
｜
」、
法
律
時
報
第
一
二
巻
七
号
、
一
九
四
〇
年
、
一
四
頁
。

39
）

小
野
清
一
郎
、
前
掲
注
三
八
、
一
七
頁
。

40
）

小
野
清
一
郎
、
前
掲
注
三
八
、
一
八
頁
。

41
）

中
山
研
一
、
前
掲
注
三
五
、
二
九
四
頁
。

42
）

桜
木
澄
和
、
前
掲
注
二
四
、
五
八
頁
。

43
）

戒
能
通
孝
、

基
本
法
改
正
の
態
度
と
し
て
」、
法
律
時
報
第
三
二
巻
第
八
号
通
巻
三
六
五
号
、
一
九
六
〇
年
七
月
号
（
臨
時
増
刊
）、
一
頁
。

44
）

中
山
研
一
、
前
掲
注
三
五
、
二
九
八
頁
。

45
）

木
村
亀
二
、
前
掲
注
三
二
、
七
二
八
頁
。

46
）

齊
藤
金
作
、
前
掲
注
二
二
、
四
二
頁
。

47
）

市
川
秀
雄
、

刑
事
政
策
と
刑
法
の
改
正
」、
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
五
七
年
一
月
一
日
号
（N

o
.

一
二
一
）、
三
一
頁
。

48
）

齊
藤
金
作
、
前
掲
注
二
二
、
四
二
頁；

吉
川
経
夫
、
刑
事
立
法
批
判
の
論
点
、
一
九
六
七
年
、
四
面；

日
沖
憲
郎
、

刑
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」、

法
律
時
報
第
一
三
巻
第
五
号
、
一
九
四
一
年
五
月
（
通
巻
一
三
七
号
）、
四
三
二
頁
。

49
）

牧
野
英
一
、
刑
法
改
正
の
諸
問
題
、
一
九
三
四
年
、
六
頁
。

50
）

こ
れ
は
、

万
世
一
系
の
天
皇
」
が
日
本
を
統
治
す
る
と
い
う
当
時
の
い
わ
ゆ
る
「
大
日
本
帝
国
」
の
基
本
的
な
理
念
で
あ
っ
た
と
い
う
（
吉
川
經

夫
、
前

注
一
三
、
八
六
頁
）。

51
）

木
村
亀
二
、

刑
法
改
正
と
世
界
観
」、
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
一
二
一
号
、
一
九
五
七
年
一
月
一
日
、
二
六
頁
。
特
に
、
木
村
教
授
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
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て
は
、
戦
前
と
相
反
す
る
論
旨
を
展
開
し
て
い
る
（
前
掲
注
45
参
照
）。

52
）

以
下
、
現
行
刑
法
の
規
定
は
、
特
に
言
及
の
な
い
限
り
仮
案
が
公
表
さ
れ
た
当
時
（
明
治
四
〇
年
）
の
も
の
を
用
い
る
。

53
）

戦
後
一
九
六
〇
年
発
表
さ
れ
た
「
改
正
刑
法
準
備
草
案
（
未
定
稿
）」
と
か
か
わ
っ
た
刑
法
改
正
作
業
を
意
味
す
る
。

54
）

木
村
亀
二
、
前
掲
注
五
一
、
二
六
〜
二
七
頁
。

55
）

仮
案
に
お
い
て
刑
の
種
類
と
し
て
新
設
し
た
こ
れ
ら
資
格
喪
失
、
資
格
停
止
、
居
住
制
限
、
譴
責
は
、
む
し
ろ
前
近
代
的
刑
を
復
活
さ
せ
た
こ
と
で

あ
り
、
近
代
的
自
由
主
義
の
要
求
に
反
す
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
が
、
一
応
こ
こ
で
伝
統
的
保
守
主
義
と
新
派
的
目
的
主
義
が
一
致
し
た
と
い
う
（
小
野

淸
一

、
前
掲
注
一
四
、
八
五
頁
）。

56
）

善
行
保
証
は
、
相
当
の
金
額
或
は
有
価
証
券
を
提
供
し
、
ま
た
は
保
証
人
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
行
う
。

57
）

こ
れ
は
、
一
九
二
七
年
の
ド
イ
ツ
刑
法
草
案
第
五
五
条
を
真
似
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
刑
法
草
案
題
五
五
条
は
、
改
善
及
び
保
安
処

分
と
し
て
こ
れ
ら
四
つ
以
外
に
も
保
護
観
察
（D

ie S
ch
u
tza

u
fsich

t

）、
国
外
追
放
（D

ie R
eich

sv
erw

eisu
n
g

）
を
認
め
て
い
た
。
改
正
仮
案
は
、

保
護
観
察
は
附
随
処
分
と
し
て
第
十
六
章
に
定
め
た
が
、
国
外
追
放
は
受
け
入
れ
な
か
っ
た
（
安
平
正
吉
、
刑
法
改
正
の
基
本
理
論
、
一
九
二
六
、
四
八

頁
）。

58
）

一
九
六
〇
年
四
月
二
七
日
公
表
さ
れ
た
「
改
正
刑
法
準
備
草
案
（
未
定
稿
）」
を
指
す
。

59
）

木
村
亀
二
、
前
掲
注
五
一
、
二
七
頁
。

60
）

瀧
川
辛
辰
、

刑
法
改
正
草
案
の
グ
リ
ム
プ
ス
」、
法
律
時
報
四
巻
五
号
、
一
九
三
二
年
、
三
頁
。

61
）

瀧
川
辛
辰
、

改
正
刑
法
仮
案
の
各
則
｜
刑
法
改
正
綱
領
を
中
心
と
し
て
｜
」、
法
律
時
報
第
十
二
巻
七
号
、
一
九
四
〇
年
、
二
二
頁
。

62
）

中
山
研
一
、
前
掲
注
三
五
、
二
九
七
頁
。

63
）

姦
通
罪
は
、
現
行
刑
法
第
一
八
三
条
に
規
定
さ
れ
た
が
、
戦
後
一
九
四
七
年
部
分
改
正
の
と
き
削
除
さ
れ
た
。

64
）

韓
国
制
定
刑
法
は
男
女
平
等
処
罰
主
義
の
姦
通
罪
を
設
け
て
お
り
、
現
在
も
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

65
）

小
野
清
一
郎
、
前
掲
「
刑
法
に
お
け
る
道
義
と
政
策
｜
改
正
刑
法
仮
案
に
対
す
る
概
括
的
批
判
｜
」、
一
八
頁
。
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